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① 建築物全般の整備基準の見直し

　条例の一本化に伴い、バリアフリー法に基づく「建築物移動等円滑化基準」を福祉のまちづくり
条例施行規則に盛り込むとともに、「指定施設整備基準」の構成を、「建築物移動等円滑化基準」
に整合させました。
　また、従来の『施設整備マニュアル』に記載されていた整備基準の解説等のうち、遵守すべきも
のを「指定施設整備基準」に追加し、従来の「指定施設整備基準」のうち最低限遵守すべき整備基
準を新たに「建築物移動等円滑化基準」に位置づけました。

　子育て世代に配慮した環境を整備するため、乳幼児用おむつ交換台・乳幼児用椅子・授乳ができ
る場所・おむつ交換ができる場所を設置する規定を新たに盛り込みました。

(2 )  福祉のまちづくり条例施行規則改正（平成25年7月25日）のポイント

② 子育て世代に配慮した設備の規定の追加

　わかりやすさの観点から、用語の定義や用途区分等をバリアフリー法施行令と整合させました。

④ 福祉のまちづくり条例の用途の区分等をバリアフリー法と整合

　「指定施設整備基準」については、共用の便所や駐車場に整備基準を適用するほか、エレベーター
の設置基準を見直しました。新設した共同住宅の「建築物移動等円滑化基準」については、バリア
フリー法に基づく基準に加え、階段の手すりやエレベーターの音声案内の規定等を追加しました。

③ 共同住宅の整備基準の見直し

　増築や用途の変更をする場合には、バリアフリー法の考え方に整合させて、「指定施設整備基
準」においても既存部分のバリアフリー化を求めることとしました。また、同じくバリアフリー法
の考え方に整合させ、視覚障害者誘導用ブロックの敷設や案内設備等、視覚障害に配慮した基準適
用を見直しました。

⑤ 「指定施設整備基準」の適用対象の見直し
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(1 )  条例・施行規則の構成

条例と施行規則の概要4

福祉のまちづくり条例 福祉のまちづくり条例施行規則
前文

第1章　総則

第2章　横浜市福祉のまちづくり推進会議

第3章　基本的施策
（第12条～第18条）推進指針の策定、情報の提供･教育の充実、
　表彰、市民参画の確保等

第4章　施設の整備
第1節　特別特定建築物に追加する特定建築物及び特別特
　　　　定建築物の建築の規模

第2節　建築物移動等円滑化基準及び整備基準

第3節　一般都市施設及び指定施設の整備

第1款　建築物移動等円滑化基準

第2款　一般都市施設整備基準及び指定施設整備基準

（第19条、第20条、別表）バリアフリー法第14条第 3項
　に基づく特別特定建築物の追加と対象規模の引下げ

（第21条～第24条）バリアフリー法第14条第3項に基づ
　く建築物移動等円滑化基準に付加する事項等

（第25条～第27条）整備基準、整備基準の遵守等

第4節　車両等及び住宅の整備

（第39条、第 40条）車両等の整備、住宅の整備

（第33条、第 34条）維持保全、既存指定施設の調査

第5章　雑則

（第41条）許可の手数料を規定

（第42条）規則への委任を規定

（第35条～第 38条）指導・助言、勧告等

（第7条～第11条）推進会議の設置、組織、任期等

（第3条～第6条）市･事業者･市民の責務･協力･連携

（第1条～第2条）条例の目的、定義 （第1条、第2条）規則の趣旨、定義
（第3条、別表第１）一般都市施設と指定施設

（第３条の２、別表第１の２～別表第１の４）建築
物移動等円滑化基準の具体的な整備基準

（第 4 条、別表第２～別表第９）一般都市施　
設整備基準及び指定施設整備基準の具　
体的な整備基準

（第12条）身分証明書を規定
（第 13 条）規則の施行に必要な事項を健康
　福祉局長が定める規定

（第 6 条～第 8 条、別表第 10･11）事前協議等
の手続き

（第9条～第11条）指導･助言等の手続き

（第 28 条～第 32 条）事前協議、完了検査、適合証交付
　等の手続き
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　許可に係る手数料を規定するとともに、福祉のまちづくり条例の施行に必要な事項の規則委任を規定して
います。

（第41条―第42条）

　福祉のまちづくり条例の施行について、経過措置等の条例の適用等に関する必要な事項を規定しています。

【指定施設の整備】
　指定施設については、その新築・増築・改築・用途変更・大規模の修繕・大規模の模様替の際に事前協議
を義務づけています。また、その他の手続きや施設の維持保全を義務づけています。事前協議を行わずに指
定施設の新築・増築・改築・用途変更・大規模の修繕・大規模の模様替に着手した者や、その措置が整備基
準に照らして著しく不十分と認められる整備者に対しては「勧告」、｢公表｣をすることができることを規定し
ています。
【適合証、表示板の交付】
　一般都市施設及び指定施設について、それぞれの整備基準に適合させたときに交付する適合証について規
定しています。また、さらに規則で定める整備を行った場合の表示板の交付と掲示を規定しています。

第３節　一般都市施設及び指定施設の整備 （第28条―第38条）

　指定施設以外の一般都市施設の新築・増築・改築・用途変更・大規模の修繕・大規模の模様替の際に遵守
すべき「一般都市施設整備基準」及び、指定施設の新築・増築・改築・用途変更・大規模の修繕・大規模の
模様替の際に遵守すべき「指定施設整備基準」を規定しています。また、既存施設についても整備基準に適
合させるための措置を講ずるよう努める規定を設けています。

第２款　一般都市施設整備基準及び指定施設整備基準 （第25条―第27条）

　公共交通機関の車両等の整備について管理者の努力義務を、また、住宅を供給する事業者には、高齢者、
障害者等が安全に利用できるよう配慮された住宅の供給の努力義務を規定しています。

第４節　車両等及び住宅の整備 （第39条―第40条）

第５章　雑則

附則
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事前協議の対象
（指定施設整備基準を遵守）

建築確認における審査の対象
（建築物移動等円滑化基準を遵守）※

A

B

A
B

→P36の手続きへ
→P36の手続きへ

事前協議の対象
建築確認における審査の対象外
（指定施設整備基準を遵守）
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事前協議の対象外
建築確認における審査の対象外
（一般都市施設整備基準を遵守）

用
途

対
象
行
為

対
象
規
模

(2 )  対象判定フローチャート

　建築物の用途、対象行為、対象規模により、事前協議や建築確認における審査対象となるか、下記フロー
チャートにより判定してください。

非該当

該当

該当 非該当

非該当非該当

該当

該当

非該当

P16

P14

～

P15
特別特定建築物

該当

非該当

該当

新築・増築・改築・用途変更
【法第14条第１項】

新築・増築・改築・用途変更
大規模の修繕・大規模の模様替
【条例第26条】

指定施設
用途に供する部分の床面積の合計が
規則別表第１の規模に該当するか
【規則別表第１】

指定施設
用途に供する部分の床面積の合計が
規則別表第１の規模に該当するか
【規則別表第１】

一般都市施設 【規則別表第1】

【政令第5条・条例第19条】

対象行為の部分の床面積の合計が
条例別表の規模に該当するか
【条例別表】

P14

～

P15

P17

～

P20

非該当

「建築確認における審査の対象」とは、建築確認において建築物移動等円滑化基準に適合しているか否かを審査する対象であること
 を指します。建築物移動等円滑化基準に適合していないと建築基準法の規定により建築工事に着手できません。
※用途変更等、建築確認が不要な場合でも建築物移動等円滑化基準を遵守することが必要です。

該当

バリアフリー法対象施設

「事前協議の対象」とは、事前協議において指定施設整備基準の適合について協議する対象であることを指します。
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19 百貨店、マーケットその他の
物品販売業を営む店舗（薬局
を除く。）

(1)百貨店／(2)マーケット／(3)その他の物品販売業を営
む店舗(薬局を除く。)　[ガソリンスタンド、カーディー
ラー、勝馬投票券発売所など]

20 飲食店 飲食店　[喫茶店、食堂、レストランなど]

21 クリーニング取次店、質屋、
貸衣装屋その他これらに類す
るサービス業を営む店舗

(1)クリーニング取次店／(2)質屋／(3)貸衣装屋／(4)その
他これらに類するサービス業を営む店舗　[旅行代理店の
営業所、ビデオ／ＣＤレンタル店、宅地建物取引業者の営
業所、消費者金融営業所、エステティックサロン、動物病
院、無人ＡＴＭ・ＣＤコーナーなど]

22 劇場、観覧場、映画館又は演
芸場

(1)劇場／(2)観覧場／(3)映画館／(4)演芸場

23 遊技場 (1)パチンコ屋／(2)マージャン屋／(3)その他これらに類
する施設　[ゲームセンター、カラオケボックスなど]

25 公衆浴場 公衆浴場

29 展示場 展示場　[モデルルーム、ショールームなど]

30 事務所 事務所　[公園緑地事務所、開発事務所、研修所、研究所、
検査所など]

34 共同住宅 共同住宅

35 寄宿舎 寄宿舎

ー※6公共用歩廊

ー※7車両の停車場

27 ホテル又は旅館 ホテル又は旅館　[簡易宿所など]

28 ホテル又は旅館以外の宿泊施
設

ホテル又は旅館以外の宿泊施設　[宿泊施設を持つ研修所
など]

36 地下街 一般都市施設（１の項から35の項までに掲げるものに限
る。）を有する地下街の共用部分

24 キャバレー、料理店、ナイト
クラブ、ダンスホールその他
これらに類するもの

(1)キャバレー／(2)料理店／(3)ナイトクラブ／(4)ダンス
ホール／(5)その他これらに類する施設

26 体育館、水泳場、ボーリング
場その他これらに類する運動
施設

(1)体育館／(2)水泳場／(3)ボーリング場／(4)その他これ
らに類する運動施設　[フィットネスジムなど]

32 学習塾、華道教室、囲碁教室
その他これらに類するもの

(1)学習塾／(2)華道教室／(3)囲碁教室／(4)その他これら
に類する施設　[ヨガ教室など]

300㎡以上
       ※3

300㎡以上

300㎡以上
　　　　　　 ※4

300㎡以上

300㎡以上

1,000㎡以上

1,000㎡以上

ー

2,000㎡以上

ー

2,000㎡以上

全ての施設

1,000㎡以上

ー

ー

ー

ー

1,000㎡以上

ー

1,000㎡以上
33 自動車の停留又は駐車のため

の施設（一般公共の用に供さ
れるものに限る。）

自動車の停留又は駐車のための施設（一般公共の用に供さ
れるものに限る。）

300㎡以上

300㎡以上

300㎡以上

300㎡以上

300㎡以上

1,000㎡以上

1,000㎡以上

1,000㎡以上

31 工場 工場  [清掃工場、発電所、下水処理場など] ー1,000㎡以上

1,000㎡以上

1,000㎡以上

1,000㎡以上

1,000㎡以上

全ての施設

300㎡以上

1,000㎡以上

1,000㎡以上

1,000㎡以上

37 複合施設 一般都市施設（１の項から35の項までに掲げるものに限
る。）を有する複合施設の共用部分(36の項に掲げるもの
を除く。)

一般都市施設
の床面積の合
計が1,000㎡
以上の施設

※１：用途に供する部分の床面積の合計　　※２：用途に供する部分の床面積の合計（増築等の場合は、増築等に係る部分のみ）　　
※３ : バリアフリー法対象施設については、区分「8」「19」をあわせて「百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗」として扱い、 当
該用途に供する部分の床面積の合計で対象規模以上か否か判定します。　　※４ ：バリアフリー法対象施設については、区分「15」「16」
「21」をあわせて「理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗」として扱い、当該用途
に供する部分の床面積の合計で対象規模以上か否か判定します。　　※５：公園内に設ける便所については、条例第2条第２項第4号に
規定する指定施設である公園に設置するものに限り、建築物の用途を「公衆便所」として取扱います。　　※６：「道路」の編を参照　　※
７：「公共交通機関」の編を参照　

区分 一般都市施設 指定施設 ※１ バリアフリー
法対象施設※２

注）上記の用途の区分については、福祉のまちづくり条例における用途の区分であり、建築基準法上の用途と異なる場合があります。
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(4 )  対象行為

　一般都市施設及び指定施設に関しては、条例第26条において、一般都市施設整備基準又は指定施設整備基
準の遵守が義務付けられています。また、特別特定建築物についてはバリアフリー法第14条第1項において
建築物等円滑化基準への適合が義務付けられています。

一般都市施設整備基準及び指定施設整備基準の遵守が
義務付けられている対象行為

新築、増築、改築、用途変更、
大規模の修繕、大規模の模様替

建築物移動等円滑化基準の適合が義務付けられている
対象行為（バリアフリー法の対象行為）

新築、増築、改築、用途変更

「増築等」とは
　　　増築、改築、用途変更のことをいいます。
「増築等」とは
　　　増築、改築、用途変更のことをいいます。

＜ 参考 ＞
市域をまたがる場合
敷地の過半が属する市域の条例を適用します。ただし、敷地や建築物の位置等の状況により
判断に苦慮する場合は、隣接する行政庁と協議を行ったうえで判断します。
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設
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　「２以上」の一般都市施設の用途がある場合、上記の判定に合わせて、指定施設の「複合施設」に該当す
るか判定が必要です。なお、バリアフリー法対象施設としては「複合施設」は特別特定建築物に該当がない
ため、判定は不要です。

(5 )  対象規模の算定方法

① 敷地単位で面積を算定します
　対象規模の算定方法は、「同一敷地内にある同じ用途の床面積の合計」となります。
　例えば、同一敷地内に２棟以上建築物がある場合は、建築物は別棟であっても、同じ用途の床面積を合計
して、対象規模以上か判定します。また、例えば、1つの建築物の中に複数の飲食店がある場合は、全ての
飲食店の床面積の合計で、対象規模以上か否か判定します。

《同一敷地内に２棟以上の建築物がある場合》

《１つの建築物の中で同じ用途が複数ある場合》

《複合施設に関する整備基準の範囲》

《複合施設：「２以上」の用途がある場合》

用途 A
（B棟）
500㎡

用途 A
（A棟）
800㎡

用途A
800㎡

合計

指定施設の
判定規模 1,300㎡

1,300㎡
バリアフリー法
対象施設の
判定規模

800㎡

800㎡

1,000㎡

指定施設の
判定規模

指定施設の
判定規模

　上記の対象規模の判定の結果、複合施設が事前協議の対象規模となった場合には、整備基準が適用される範囲は、「共用の廊下、
階段など」となります。（各々の用途の内部空間については、「各用途の対象規模が事前協議の対象となる場合」に各用途の整備
基準が適用されます。）（P25を参照）

バリアフリー法
対象施設の
判定規模

全ての用途
1,000㎡

合計

用途A
1,300㎡

合計

用途 A　250㎡

用途 B　250㎡

用途 A　250㎡

用途 C　250㎡

用途 A　200㎡

用途 A　200㎡

用途 A　200㎡

用途 A　200㎡

※

※：共用部分も含みます。

※

※
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増築の場合

※飲食店用の駐車場は、飲食店に付属するものとして、用途は「飲食店」になります。

例えば、飲食店を増築する場合は以下のように算定します。

２棟以上の場合：同じ敷地内の同じ用途の部分を合算した面積で対象規模を算定します。パターンⅥ

飲食店
200㎡

飲食店の駐車場
200㎡

400㎡

200㎡
既存部分 増築部分

指定施設の
判定規模

バリアフリー法
対象施設の
判定規模

対象規模算定方法の具体例

１棟・1用途の場合：指定施設は、既存部分も含めた床面積の合計で対象規模を算定
　　　　　　　　　　します。
                              バリアフリー法対象施設は、増築部分の床面積だけで対象規模
　　　　　　　　　　を算定します。

パターンⅣ

飲食店
200㎡

飲食店
200㎡ 400㎡

200㎡
既存部分 増築部分

指定施設の
判定規模

バリアフリー法
対象施設の
判定規模

指定施設
（事前協議の対象）

バリアフリー法
対象外施設

（建築確認における審査の対象外）

１棟に複数の用途がある場合：飲食店の専有部分を増築する場合
　　　　　　　　　　　　　　指定施設は、専有部分の床面積（増築部分＋既存部分）
                                          と共用部分の床面積を按分して加えた床面積で対象規
                                          模を算定します。
　　　　　　　　　　　　　　バリアフリー法対象施設は、増築部分の床面積だけで
                                          対象規模を算定します。

パターンⅤ

物販店舗

飲食店

（専有部分）　  （共用部分）
400㎡+100㎡

（増築部分のみ）
200㎡飲食店

200㎡

100㎡

共用部分150㎡
（2 : 1 に按分）

50㎡

飲食店
200㎡

物販店舗
200㎡

出入口

既存部分増築部分

増築部分がないので、事前協議もバリアフリー法も対象外

指定施設の
判定規模

バリアフリー法
対象施設の
判定規模

指定施設
（事前協議の対象）

バリアフリー法
対象外施設

（建築確認における審査の対象外）

指定施設
（事前協議の対象）

バリアフリー法
対象外施設

（建築確認における審査の対象外）

20
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ホテルの例

7

整備基準は、「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」部分として利
用居室や利用居室へ至る経路、当該利用者が使用する便所・駐車場等に適用されます。
　例えば、下図のホテルの例では、レストラン、会議室など「不特定かつ多数の者が利用する居室」は、
「利用居室」として整備基準が適用されます。また、車いす使用者用客室など「主として高齢者、障害者等
が利用する居室」も、「利用居室」として整備基準が適用されます。さらに、これらの「利用居室」に至る
経路や当該利用者が使用する便所・駐車場等にも整備基準が適用されます。
　しかし、厨房、機械室、事務室、サービスルームなどは従業員が使用し、「不特定かつ多数の者が利用
し、又は主として高齢者、障害者等が利用する施設」にはあたらないため、「利用居室以外」として、整備
基準の適用対象外となります。

23

整備基準の適用

(1) 整備基準の適用の範囲

① 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する建築物の場合

会議室
機
械
室

レストラン

厨房

階段

会議室
事務室

階段

道等

駐車場
車いす使用者用
駐車施設

便　所

EV 車いす使用者用便房

配置図
(１階平面図)

授
乳
室

出入口 出入口 出入口 出
入
口

客室

２階平面図
客室

階段 車いす使用者用便房EV

便　所

車いす使用者用
客室

車いす使用者用
客室

サービス
ルーム

階段

客室客室

客室 客室

出入口

出入口

凡例

整備基準の適用範囲

利用居室

利用居室以外

移動等円滑化経路
案内設備までの経路
（視覚障害者移動等円滑化経路）

出入口

出入口

出入口

オストメイト用便房

オストメイト用便房

（フロント）

案内所

出入口 出入口

出
入
口

出
入
口

出
入
口

出入口

出入口

出入口出入口

出入口

Ⅰ
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(2 )  類似の用途間における用途変更の適用除外

　バリアフリー法及び福祉のまちづくり条例の附則において、建築物移動等円滑化基準に限り、既存建築物
を類似の用途間で用途変更する場合は建築時の整備基準が適用されることが規定されています。
　なお、類似の用途間とは、次の各号の中での用途変更となります。

① 病院又は診療所（患者の収容施設があるものに限る。）

② 劇場、映画館又は演芸場

③ 集会場又は公会堂

④ 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

⑤ ホテル又は旅館

⑥ 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの
  （主として高齢者、障害者等が利用するものに限る。）

⑦ 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの

⑧ 博物館、美術館又は図書館

① 改正ハートビル法施行日(平成15年4月1日)より前に建築された場合
　 ⇒ 整備基準は適用されません。

② 改正ハートビル法施行日後バリアフリー法施行日(平成18年12月20日)より前に建築された場合
　⇒ 改正ハートビル法･ハートビル条例の規定が適用されます。

③ バリアフリー法施行日後改正福祉のまちづくり条例施行日(平成26年1月1日)より前に建築された場合
　⇒ バリアフリー法･建築物バリアフリー条例の規定が適用されます。

④ 改正福祉のまちづくり条例施行日後に建築された場合
　⇒ バリアフリー法･改正福祉のまちづくり条例の規定が適用されます。

　既存建築物を類似の用途間で用途変更する場合、バリアフリー法及び福祉のまちづくり条例の附則に、法
律又は条例の改正時期と建築物の建築等がされた時期との前後関係により、当該建築物に適用される基準が
異なることが規定されています。
　具体的には以下のとおりとなります。

法附則第4条、政令附則第4条、条例附則第７項

改正ハートビル法施行
（平成15年4月1日）

バリアフリー法施行
（平成18年12月20日）

改正福祉のまちづくり条例施行
（平成26年1月1日）

① 建 築 用途変更

用途変更

用途変更

用途変更

適用される
整備基準

なし

改正ハートビル法
ハートビル条例
バリアフリー法
建築物バリアフリー条例

バリアフリー法
改正福祉のまちづくり条例

② 建 築

③ 建 築

④ 建 築
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10 参考

　建築物等を計画・設計する際に配慮すべき利用者として以下のような方々があげられます。建築物の計
画・設計に際しては、必要に応じてこのような利用者の意見を反映させることが望まれます。また、このよ
うな利用者を介助する人の存在も考慮した計画を十分に検討してください。
　次ページ以降、各々の障害の特性や留意事項についてまとめていますので、計画・設計の際に参考として
ください。

高齢者・障害者等の行動特性に配慮した各部寸法の考え方

（9）高次脳機能障害者

（10）知的障害者

（11）精神障害者

（12）発達障害者

（13）乳幼児・妊産婦

身
体
障
害
者 （6）視覚障害者

（7）聴覚障害者

（8）内部障害者

対　象　者

（1）高齢者

参　考　頁

P41 ～ P42

P43 ～ P47

P49 ～ P50

P53

P54

P40

P40-１

P48

P51

P52

（2）認知症高齢者

（3）杖使用者

（4）車いす使用者

(5）上肢障害者

肢
体
不
自
由
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　かごを備えたフレームの下に車輪が付き、かごの蓋が腰掛け

として利用できる歩行補助具です。屋外で使用し、腰掛けに使

用する場合は駐車ブレーキ付きを選択します。折りたたみが可

能なものと不可能なものがあります。前輪上げは難しく、段差

を越えることはできない場合が多いため環境に対する配慮が必

要です。

《出典》 財団法人テクノエイド協会「福祉用具の選び方使い方情報」

シルバーカー
コ ラ ム
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(1 )  高齢者

　加齢に伴い、足腰等が弱くなり、動作がゆっくりになったり、長距離の歩行や階段等を利用することに困
難が生じたりします。また、視力や聴力などの感覚機能の低下も伴うことがあります。このようなことか
ら、情報を的確に理解しにくくなり、危険の回避等への即応や新しい機器類への順応が難しくなります。

特 性

○ 休憩できる場所や階段等への手すりの設置、安全に留意します。
○ 情報提供機器類の操作性は単純に、音声と視覚による案内を持つ構造に留意します。
○ わずかな段差もできないよう留意します。また床材は、滑りにくいものを使用しますが、滑りにくすぎて
　 もつまずきの原因になることも考慮します。

留 意 事 項
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　歩行が不安定な人や階段を上り下りすることが難しい人がいます。杖は、歩行が困難な人の歩行能力を改
善するための福祉用具です。歩行時のバランスの調整や歩行パターンの矯正、スピードや持続力の改善を目
的としています。

特 性

○ 杖の振り幅があるため、出入口の幅員などに留意します。
○ 杖の底面が小さいので排水溝の蓋の構造に留意します。
○ わずかな段の乗り越えが困難であり、つまずきやすいので不要な段差は設けないよう留意します。
○ 平たんな路面でも、つまずきやすいので路面仕上げなどに留意します。
○ 休憩できる場所を設けるよう留意します。
○ いすから立ち上がる時のために、座面の下に足を引くスペースや肘掛けを設けるよう留意します。

留 意 事 項

(3 )  杖使用者

動 作 寸 法

１本杖を片側 １本杖を両側 ロフストランド
クラッチ

松葉杖 松葉杖の移動寸法

杖使用者の通路幅員の目安（杖使用時に要する幅）

杖使用者の介助方法

コ ラ ム

　片マヒがある人の歩行介助は、対象者の杖を持って

いない側（マヒしている側）に立ちます。対象者の歩

行が不安定な場合は介助ベルトを使用したり、ズボン

をしっかり持ちます。

　階段での介助方法は、対象者がバランスを崩しても

支えられるように、介助者は対象者の１段下に立ちま

す（昇りも降りも同様）。
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松葉杖使用者と歩行者の

すれ違い寸法

：140cm

松葉杖使用者と車いす使用

者のすれ違い寸法

：185cm

①

②

○松葉杖使用時に要する幅（95cm）
に人の歩行に要する幅（45cm）
を加えたものです。

○松葉杖使用時に要する幅（95cm）
に車いす使用者が出入口等を通行
しやすい幅（90cm）を加えたも
のです。

杖使用者のすれ違い寸法

動作寸法 寸法の考え方と留意事項

杖の種類
杖はその用途により様々な種類に分けられます。杖の長さは使用者の歩行能力と体格に合わせて調整します。

《出典》 財団法人テクノエイド協会　「福祉用具プランナーテキスト福祉用具総論」

T字型杖 前腕固定型杖
（ロフストランドクラッチ）

松葉杖多脚型杖
（多点杖）

　虚弱高齢者や慢性関節リ
ウマチ者も使いますが、脳
血管障害による片マヒ者に
多く使われます。プッシュ
ボタン式により、障害の程
度やそのときの身体機能の
状態によって杖の長さを変
えることができるものもあ
ります。

　脳血管障害による片マヒ
者に多く使われます。杖先
が3脚から5脚に分かれ、支
持面積が広く安定している
ため、杖に体重を十分に負
荷して足を運ぶことができ
ます。

　下肢の骨折、片足切断、
対マヒ、股関節症、膝関節
症などによる障害者に使わ
れます。支柱に握り（グリ
ップ）部分と、上部に前腕
で支持するためのカフ部分
があります。前腕で支持す
る構造であるため握力の弱
い分を補ったり、杖による
支持性を与えています。

　腋当てが付き、腋を締め
ることと手で体重が支える
ことができる杖です。

動 作 寸 法

コ ラ ム
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　下肢または四肢にマヒがあり、車いすを使用しています。段差や急な斜面は、自力で上がり下りできない
場合や高いところや低いところにあるものを取り出したり、操作することに困ることがあります。
　また車いすは、大きく分けて手動車いすと電動車いすがあります。手動車いすは自ら駆動、操作する自走
用と介助者が操作する介助用に分かれます。電動車いすも同様に自操用と介助用に分かれます。ここでは手
動車いすと電動車いすともに自ら駆動、操作することを前提とします。

特 性

○ 床面に段差があると乗り越えることができません。
○ 床面は移動の際に振動を少なくするため、平坦な仕上げに留意します。
○ 車いすから便座への移乗など、乗り移りの行為には、体を支えるための手すりや、乗り移る側の設備の高
　 さに留意します。
○ 棚などを設置する場合、手が届きやすい高さや位置などに留意します。
○ 電動車いすの場合は、上記に加え、特に電動車いすの高さ、スペースに配慮します。また、車いすをコン
トロールするレバーやボタンなどの操作ボックスがあるので、ドアの取っ手などの突起物がぶつからない
よう配慮します。

○ ハンドル形電動車いすの動作寸法や出入口等や通路等に必要な幅は、電動車いす（自操用標準形）よりも
大きくなります。

(4 )  車いす使用者

車いすの全幅
：70cm

車いす使用者が通過する
ことができる最小幅
：80cm

①

②

○手動車いすの全幅は JIS 規格
（JIS T 9201）で最大値を 70cm
としています。
○電動車いすの全幅はハンドル形も
　含め、JIS規格（JIS T 9203）で
　最大値を70cmとしています。
○ハンドル形電動車いすの全幅は、
　JIS規格（JIS T 9208）で最大値
　を70cmとしています。

○手動車いすの車輪の外側に取り付
　けられているハンドリムを手で回
　転させる動作に必要な幅（＝両肘
　幅 10cm）を手動車いすの全幅
　（70cm）に加えたものです。
○手動車いすの全幅＋ハンドリムを
　操作するための幅員に留意します。
○電動車いすも、全幅（70cm）に
　余裕幅（10cm）を加えた幅が必
　要です。

出入口等

動作寸法 寸法の考え方と留意事項

80cm

70cm

留 意 事 項

動 作 寸 法
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車いす使用者が出入口等
を通過しやすい幅
：90cm

③

○車いす使用者が出入口等を通過する
ことができる最小幅（80cm）に移
動の際の余裕幅（10cm）を加えた
ものです。
○手動車いすの全幅＋ハンドリムを操
作するための幅員に留意します。

通路等

車いす使用者が傾斜路を
通行することができる幅
：100cm

①

②

③

④

動作寸法 寸法の考え方と留意事項

○傾斜路では、スピードを調節するた
め余裕幅が大きくなり、そのための
余裕幅（10cm）を車いす使用者が
出 入 口 等 を 通 過 し や す い 幅
（90cm）に加えたものです。
○手動車いすの全幅＋ハンドリムを操
作するための幅員に留意します。
○手動車いすの場合、傾斜路では勾配
がきつい場合や、距離が長い場合な
どは負担が大きくなります。

車いす使用者が通路等を
通行しやすい幅（車いす
使用者と横向きの人がす
れ違うことができる幅）
：120cm

○車いす使用者が出入口等を通行しや
すい幅（90cm）に横向きの人が通
れる幅を加えたものです。
○手動車いすの全幅＋ハンドリムを操
作するための幅員に留意します。

車いす使用者が歩行者と
対面で最低限すれ違うこ
とができる幅
：135cm

○車いす使用者が出入口等を通行しや
すい 幅（90cm）に人の歩行に要
する幅（45cm）を加えたものです。
○手動車いすの全幅＋ハンドリムを操
作するための幅員に留意します。

車いす使用者同士が対面
ですれ違うことができる
幅
：180cm

○車いす使用者が出入口等を通行しや
すい幅（90cm）を 2 倍にしたもの
です。
○手動車いすの全幅＋ハンドリムを操
作するための幅員に留意します。

120cm

135cm

180cm

100cm

90cm
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（参考） 介助犬使用者が通路等を
通行しやすい幅
：120cm

○手動車いすの全幅（70cm）に介

　助犬の幅（40cm）と余裕幅（10

　cm）を加えたものです。

手動車いす使用者が車軸
中央を中心に90度方向
転換することができる最
小寸法
：135cm

○車いす使用者が 90 度方向転換す
るために要する最小スペースで
す。
○車いすは床面との支持が車輪と
キャスターで行われているので方
向を変える際に一定のスペースが
必要となります。

介
助
犬
使
用
者

方向転換（転回）

動作寸法 寸法の考え方と留意事項

②

ハンドル形電動車いす使
用者が通路等を直角に曲
がるために通行すること
ができる最小寸法
：120cm

○ハンドル形電動車いす使用者が直
角に曲がるために要する最小スペー
スです。
○車いすは床面との支持が車輪と
　キャスターで行われているので方
　向を変える際に一定のスペースが
　必要となります。

④

手動車いす使用者が車軸
中央を中心に180度方向
転換（転回）することがで
きる最小寸法
： 140cm

○手動車いす使用者が 180 度方向
　転換（転回）するために要する最小
　スペースです。
○車いすは床面との支持が車輪と
　キャスターで行われているので方
　向を変える際に一定のスペースが
　必要となります。

手動車いす及び電動車い
す使用者が、通路等を直
角に曲がるために通行す
ることができる最小寸法
：90cm

①

③

○車いす使用者が直角に曲がるため
　に要する最小スペースです。
○車いすは床面との支持が車輪と
　キャスターで行われているので方
　向を変える際に一定のスペースが
　必要となります。

135cm

135cm

110cm

90°

11
0c
m
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⑦

電動車いす使用者が360
度方向転換（回転）するこ
とができる最小寸法
： 180 cm

○電動車いす使用者が 360 度方向
　転換（回転）するために要する最小
　スペースです。
○車いすは、床面との支持が車輪と
　キャスターで行われているので方
　向を変える際に一定のスペースが
　必要となります。

⑧

ハンドル形電動車いすが
360度方向転換（回転）す
ることができる最小寸法
：不特定

○実際に市販されている一般的なハ
　ンドル形電動車いすは機種によ
　り必要とする幅が異なります。

手動車いす使用者が片側
の車輪を中心に360度方
向転換（回転）することが
できる最小寸法
： 210 cm

⑥

○片マヒにより片手片足で操作する
　車いす使用者が、360 度方向転換
　（回転）するために要する最小ス
　ペースです。

⑤

手動車いす使用者が360
度方向転換（回転）するこ
とができる最小寸法
： 150cm

○手動車いす使用者が 360 度方向
　転換（回転）するために要する最小
　スペースです。
○車いすは床面との支持が車輪と
　キャスターで行われているので方
　向を変える際に一定のスペースが
　必要となります。
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手の届く範囲

動作寸法 寸法の考え方と留意事項

②

車いすに乗ったまま側方
に手が届く範囲
：70～ 80 cm

○物をつかむ動作では到達範囲がさ
　らに短くなります。
○座位で移動するので視点が低く、
　また、手の届く範囲が限られてい
　るため、設備機器や案内表示など
　の高さに留意します。
○扉などを押したり、手前に引いた
　りする行為には困難が伴います。

車いすに乗ったまま前方
に手が届く範囲
：60～ 65 cm
車いすに乗ったまま上方
に手が届く範囲
：140 cm程度

①

○物をつかむ動作では到達範囲がさ
　らに短くなります。
○座位で移動するので視点が低く、
　また、手の届く範囲が限られてい
　るため、設備機器や案内表示など
　の高さに留意します。
○扉などを押したり、手前に引いた
　りする行為には困難が伴います。

※年齢や障害部位等により動作寸法は変わります。
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《参考文献》 JIS（日本産業標準調査会）、福祉住環境コーディネーターテキスト、補装具と日常生活用品（厚生労働省）

介助用標準形車いす自走用標準形車いす

折りたたみ式で大車輪が後方にあります。後輪に自走用
のハンドリムがついています。JIS T9201-2016に規定さ
れています。

介助による操作と狭い場所での取り回しに配慮している
ため、駆動用のハンドリムがなく、一般的に後輪が12～
18インチとコンパクトな車いすです。

リクライニング式車いす 標準形電動車いす

座位変換形車いすの一種。自走または介助用車いすに、背
もたれが後方へ傾斜したり、レッグサポートが挙上するな
どの機能を備えた車いすです。

フレームにバッテリーと電動モーターを搭載した車いす
で、ジョイスティックレバーで操作する標準形電動車いす
です。自走用に比べると重量も重く回転半径も大きいで
す。

前輪に連動したハンドルとアクセルレバーで操作するハン
ドル形電動車いすです。手動の車いす操作の耐久性がない
人が効率的かつ安全に移動するために利用しています。

手動車いすに電動ユニットを取り付ける簡易形電動車いす
です。電動力走行・手動力走行を切り替え可能な切替式
と、駆動人力を電動力で補助することが可能なアシスト式
があります。

ハンドル形電動車いす（電動三輪・四輪車いす） 簡易形電動車いす

様々な車いす
コ ラ ム
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　腕・手・指などの上肢の機能が十分ではなく、ドアや扉の開閉、水道の蛇口の操作など力が必要な動作が
苦手です。

特 性

○ 少ない力で開閉が可能になる軽いドアなど開閉操作のしやすさに留意します。
○ 水栓金具やドアノブなどは握らなくてもすむように自動式、レバー式または棒状の取っ手にするなど形
状に留意します。（ドアノブの例：P77参照）

○ 棚などを設置する場合、手が届きやすい高さや位置などに留意します。
○ スイッチ類は押しやすいような大きさや形状などに留意します。

(5 ) 上肢障害者

　関節リウマチ等で指の関節に炎症をおこしていたり、あるいはレバーなどを握る力が弱い人の場合には、水

栓金具や扉の取っ手の操作が困難な場合があります。手指に機能低下がある人の場合には、自動式が最も望ま

しいです。取っ手を設ける場合には、レバーハンドルの方が手首全体で操作ができるため、関節の動作の負担

を最小限にすることができます。

留 意 事 項

上肢障害者の特徴

コ ラ ム
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　視覚障害者というと全盲者と思いがちですが、残存視力のある人（ロービジョン・視野障害等）の方も多
くみられます。視覚障害者に対する建築計画は、全盲の方に対応するばかりではなく、残存視力のある人に
も十分配慮する必要があります。

特 性

(6 )  視覚障害者

階段裏へのもぐり込みや壁面からの突起物などに留意します

40cm40cm

120cm

※視覚障害者誘導用ブロックの側方を歩く場合もあります。
※線状ブロックは、壁面沿いに、壁から50～60cm離して敷設します。

白杖使用者の歩行幅員
（線状ブロック付き）

○ 全盲者は、視覚以外から得られる情報を活用して目的の場所に移動します。最も有効な情報提供手段は人
　 による案内です。その施設の案内所などまでは、音声案内装置や視覚障害者誘導用ブロック等の聴覚と触
　 覚を利用した誘導設備を確保します。
○ 人がいる案内所がない場合や、再訪時等に一人で移動できるように、出入口、廊下、階段、エレベータ
　 ー、便所、部屋の入口などに、音声案内装置、点字、浮き出し文字などによる情報提供が必要です。
○ 白杖と靴底の感覚によって移動するため、床面の状態は把握できますが、壁面からの突出物等はほとんど
　 把握できないため、階段裏へのもぐり込みや突出看板などの高さや構造に留意します。
○ 残存視力のある人に配慮して、文字の大きさや周辺の地色との区別、照明などに留意します。色の組み合
　 わせ等は、色覚障害者にも配慮したものとします。
○ 標識等は、高い位置だけでなく目の高さなど弱視者が見やすい位置にも設置します。
○ 照明は逆光又は反射グレアが生じないようにします。
　 ※グレアとは必要な照度が維持されていても、周囲との輝度比で見えにくくなる現象のことです。　
○ 事前の情報提供手段として、施設のwebサイトをJIS X8341-3に準拠し、高齢者や障害者にも利用しや
　 すいようアクセシビリティを確保することも重要です。
○ 施設案内を音訳・点訳して提供することも施設の利用しやすさにつながります。

留 意 事 項

動 作 寸 法
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盲人安全杖　普通用 盲人安全杖　携帯用

《出典》財団法人テクノエイド協会『補装具・日常生活用具給付等ガイドブック』

　白い杖（白杖）は、世界中で使用されおり、前方の状況などを確認するために使うとともに、周囲の人
に見えないことを知らせるためにも使います。なお、身体障害者手帳に該当する視力障害者 ( 視野障害者も
含む ) の携帯義務となっています。
　主体はグラスファイバー、木材、軽金属などのものがあり、白色もしくは黄色の塗装もしくは加工がさ
れています。先端の石突は耐摩耗性合成樹脂もしくは高力アルミニウム合金製です。光材やフラッシュラ
イトなどの夜光装置、ベル、ゴムグリップなどの付属品があります。

視覚障害者の
一般的な誘導方法

　同じ方向を向き、白杖をついていない側、または盲導犬を連れて
いない側に立ちます。身長差に応じて、肘または肩などをつかんで
もらい、常に二人分の幅を確保しながら一歩先を歩きます。階段等
の段差も同様です。ただし、個人差があるため、どのように誘導す
ればよいかは、本人に確認してください。

〈誘導の基本姿勢〉

白杖について
コ ラ ム
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　耳が聞こえない、または聞こえにくい障害です。音声言語によるコミュニケーションが難しいため、情報
の送受に支障をきたし、情報が不足しがちです。特に緊急時の情報不足は大きな問題です。
　聴力損失の程度や失聴の時期、教育環境などの違いによって、手話や筆談などコミュニケーション手段が
異なります。

特 性

○ 外見から身体的に障害がどこにあるか分かりにくいので、困っている状況が周囲の人に伝わりにくいです。
○ 視覚による情報伝達の配置等は、人の行動に合わせ連続的に整備するよう留意します。
○ 緊急時等では、視覚によるほか振動などにより当事者へ伝達できるよう留意します。
○ 視覚による設備機器類のほか、情報伝達をより正確に行えるよう筆談やUDトークなどを用意します。
○ 足音が聞こえないため、出会い頭に人と衝突することがあります。このため階段の踊場など死角が生じる
　 場所には鏡を設けます。

(7 )  聴覚障害者

○ 文字情報
電光掲示板（呼び出し窓口などに設置）
ソフト面での対応（人的な対応や筆談できる備品等の整備）

○ 光による告知
照明器具の点滅（出入口のドアのノックの振動やインターホンの音などをセンサーなどで受信し、照明器
具の点滅等で知らせる）

○ 振動による告知
振動機の設置・携帯（音声情報をセンターで受信し、振動機を作動させる）

○ 整備の工夫
音声情報を視覚・光・振動に転換する方法は、建築物に組み込んだ建築設備によるものと、備品等で対応
する方法がある。施設の利用形態により、十分な検討が必要。

（視覚情報設備の例）

聴覚障害者のためのマーク
コ ラ ム

留 意 事 項

　聞こえが不自由なことを表すととも
に、聞こえない人・聞こえにくい人へ
の配慮を表すマークです。

一般社団法人全日本難聴者・中途失
聴者団体連合会

　ろう者等から提示する場合は「手話
で対応をお願いします」、窓口などで
提示する場合は「手話で対応します。
という意味を伝えるマークです。

一般財団法人全日本ろうあ連盟

　筆談を必要としている人が提示する
場合は、「筆談で対応をお願いしま
す」、窓口等で提示する場合は「筆談
で対応します」という意味をお伝えす
るマークです。

一般財団法人全日本ろうあ連盟
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ペースメーカー
コ ラ ム
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　内部障害者とは、疾病などによって、心臓や腎臓・呼吸器・膀胱または直腸・小腸等の機能に障害があ
り、日常生活活動が制限されている状態です。
　内部障害者の代表的な例としては、心臓ペースメーカー装着、人工肛門装着、人工呼吸器装着などがあり
ます。

特 性

○ 内部障害者の多くは、外見が健常者と変わりなく見えるため、理解を得にくいのが特徴です。
○ トイレにオストメイトに配慮した設備が必要です。（Ｐ.112参照）
○ 疲れやすい人が多いため、休憩できる場所や階段等への手すりの設置、安全に留意します。

留 意 事 項

(8 )  内部障害者

　心臓ペースメーカーとは、心筋に電気刺激を与え必要な心収縮を発生させる医療機器です。このペースメー

カーに対して、携帯電話（PHS 及びコードレス電話を含む）を使用する場合の影響について、総務省から平成

30年にガイドラインが示されています。これによると「ペースメーカー装着者は携帯電話使用及び携行に当たっ

ては、心臓ペースメーカーの装着部から15cm程度以上離すこと」となっています。

　このようなことから、現在、電車やバスの中で内部障害者への配慮として、混雑時には優先席での携帯電話

の使用を禁止しています。しかしこの問題に関しては、平成 25 年 5 月に総務省から調査結果が出され、最近

の携帯電話は、技術の進捗により電磁波が微弱で、ペースメーカーの動作に影響が無いことが発表されています。

この 15cm の問題は、基本的にマナーの問題として、ペースメーカー装着者に安心感を与えるものとして考え

られます。

　一方、ペースメーカーに対しては、IH 炊飯器

や IH 調理器、自動車のスマートキーシステムに

ついては影響が大きく、車外から車の鍵を解除す

る時に注意を払わなくてはなりません。例えば、

車の側にいる人が内部障害者かも知れず、スマー

トキーの電磁波を人と車に向けて、開施錠するこ

とは危険です。

　ペースメーカーを装着している人は、様々な電

磁波が固定的に発生するところには、注意を払っ

て生活していますが、移動可能な電磁波装置には

対応がしにくく、パーソナル無線やトランシー

バーさらにスマートキーなどの使用には注意を払

う必要があります。

《出典》 Boston Scientific Corporation

植込まれた状態のシングルチャンバペースメーカーシステム
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○ 建築物等の認識や理解を助けるため、動線や配置を分かりやすくします。
○ 不必要な情報をなくし、情報量を減らすなどの工夫とともに、人的サポート等のソフト面での対応が必要
　 です。
○ 言葉よりも視覚的な方法を使った方がわかりやすいことがあるため、建物の案内や表示においてピクトグ
　 ラム、矢印などのサインや色分けを活用するなどの工夫が必要です。
○ 安全な環境づくり（強化ガラス、飛散防止フィルム、施錠の工夫、防音の工夫など）が求められます。
○ リラックスできる環境づくりが求められます。また休憩できる場所を設けるよう留意します。
○ 突然大きな音が出るような構造は、その旨を記載するなど、事前に情報提供できるよう留意します。

(9)～(12)　共 通 留 意 事 項

　高次機能障害とは脳出血、脳梗塞などの病気や、事故による頭部外傷などによって、脳に損傷を受けたと
きの後遺症の一つです。 主な症状として注意障害、記憶障害、情報処理速度の低下、自己意識性の低下、遂
行機能障害、易疲労、社会的行動障害があり、いくつかの症状が影響しあうことがあります。

特 性

(9 )  高次脳機能障害者

　生まれる前の要因や生後の発達時期において何らかの障害が生じたことによるもの、遺伝性の原因による
もの、また原因不明のものなど、様々な原因で、知的な遅れと社会生活への適応のしにくさがある人です。

特 性

(10)  知的障害者

　統合失調症、双極性障害、うつ病等の様々な精神疾患により日常生活や社会の生活のしづらさを抱えてい
ます。病気の症状に対する社会的な誤解や偏見がさらに本人を追い込みストレスとなり、回復を遅らせる原
因となります。

特 性

(11)  精神障害者

　発達障害は、自閉症スペクトラム障害（ASD）、学習障害（LD）、注意欠陥・多動性障害（ADHD）な
ど脳機能の発達に関係する障害です。
　これらは生まれつき脳の一部の機能に障害があるという点が共通していますが、複数の障害が重なって現
れることもあります。また障害の程度や年齢（発達段階）、生活環境などによっても症状は違ってきます。

特 性

(12)  発達障害者
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　幼児に関しては、身長などの人体寸法に配慮し、視線の高さ・到達範囲・器具の大きさなどに留意しま
す。また、環境の変化への即座な対応が困難なので突起物などを設けないよう十分配慮します。そのほか、
危険物などに対する判断ができないので、それらを回避する工夫なども必要です。
　乳児を連れた保護者は、おんぶやだっこまたはベビーカーを押しながら移動するため、多くの困難を伴い
ます。 またおむつ替えや更衣のためのベビーベッド、授乳室等が必要となります。また、妊産婦への配慮と
して、衝突物の回避、休憩スペースなどが求められます。

特 性

○ 床面は、ベビーカーなどに配慮し、平たんな仕上げに留意します。
○ 乳幼児は安全に対する認識ができずに動き回るため、不用意な突起物、段などを設けないよう留意します。

(13)  乳幼児・妊産婦

　ベビーカーには、生後1か月頃から使える「Ａ型」と、生後7か月頃から使える「Ｂ型」があります。この「Ａ型・

Ｂ型」という定義は、一般社団法人製品安全協会がベビーカーの認定基準の中で分類しているので、基準に合

格した製品にはSGマークが付いています。

　また、新生児用チャイルドシートと組合わせて使える、トラベルシステム（ SG対象外）もあります。

トラベルシステムＡ型（両対面式）

《出典》 コンビ株式会社

生後1か月頃から、寝かして使えるベ
ビーカーです。居住性を重視した広い
シートや快適性を追求した衝撃吸収構
造など、赤ちゃんの乗り心地に配慮し
た製品が多いのが特徴です。

腰がすわった生後7か月頃から使える
ベビーカーです。A型に比べると、軽
くて小さく折りたためるので、持ち運
びが楽なのと、狭い場所に収納できる
のが特徴です。

シーンや成長に合わせて、いくつもの
使い方ができます。車ででかけても、
ベビーシートを外すだけで、眠ってい
る赤ちゃんをそのままベビーカーに移
動できます。

Ｂ型（背面式）

留 意 事 項

ベビーカー
コ ラ ム
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　建築物のバリアフリー化においては、バリアフリー法の建築物移動等円滑化基準や福祉のまちづくり条例の指定施

設整備基準を遵守することが必要であると同時に、設計段階から高齢者・障害者等の利用者から意見を聴取し、計画

や設計に参加してもらうことも重要です。

１　意見交換会の概要
　ある公共施設の建替えにあたり、利用者がより使いやすい施設を建設するため実施しました。
　実際に施設を利用している人に、日頃から接点のある施設の運営者から参加を依頼しました。参加者は、地域
の高齢者、障害当事者（視覚、聴覚、肢体、知的、中途）、親の会、障害当事者が通っている施設のスタッフ、
子育て世代の団体の代表者です。意見交換会には、施主、設計者、施工担当者等が出席しました。

《第１回》施設の構造そのものに影響の及ぶ内容についての意見交換会
・工事の概要を説明後、「階段・エレベーター」、「スロープ・歩きやすさ」、「トイレ・授乳室」、「案内サイン」
等のテーマに分けて、意見交換を行った。
・意見交換の参考に、従前の施設の状況・課題や類似施設の取組状況の説明をした。
・意見交換会に参加できなかった人には、アンケートを配布し意見を募った。

《第２回》案内サインについての意見交換会
・第１回意見交換会後にいただいた意見を参考に作成した、案内サインの案について意見交換を実施した。
・案内サインを原寸大に印刷して表示し、実際に掲示されたときのイメージをしてもらい、文字の大きさや
デザイン、色等について、意見交換を行った。

２　意見交換会の結果
　対応できる意見は反映し、対応できない意見も含め、意見交換会の参加者に結果を報告する機会を設けました。
その他、意見交換会の概要と意見の反映状況について施設のホームページに掲載をしました。

　障害のある当事者をはじめとした、様々な利用者の異なるニーズに対応することの難しさもありますが、この事例

では対応できなかった意見について、理由も含め事前に当事者へ説明をすることができました。

　施設のしゅん工後は施設の構造を大きく変えることは難しく、さらに追加の整備のための予算がつかないことが多

いため、改善すべき箇所が見つかったとしても、すぐさま改修工事を行うことは難しい場合があります。障害のある

当事者等の声を建築主・施設管理者等が聞いて設計の方針を固めていくことは、そういった費用の面はもちろん、利用

しやすい施設を整備するうえでメリットが多い取組です。

●意見交換会でもらった意見で反映された例●
例１）トイレが狭い。ベビーカーごと入れて、
　　　子ども二人が入っても余裕のある広さがほしい。
　→　一般トイレ内に広めの便房を配置しました。
　　　奥行きに余裕をもって設計されています。（写真左）
例２）異性介助に配慮し、男女共用トイレがあるとよい。
　　　大人用のおむつ交換ベッドがほしい。
　→　多機能トイレを男女共用が可能な配置にしました。
　　　また、トイレ内に大きめシートを設置しました。
　　　なお、この施設の全ての多機能トイレに大きめシー
　　　トを設置しています。（写真右）

奥行き広め奥行き広め

○障害のある当事者等の参加事例

コ ラ ム

すべての人に使いやすい建物を目指して
～設計段階での障害のある当事者等の参加

54-1
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施設整備マニュアルの見方

　福祉のまちづくり条例施行規則で規定する「指定施設整備基準」と、政令と福祉のまちづくり条例施行規則
で規定する「建築物移動等円滑化基準」を一覧表にしました。表の右側には、該当する基準の参考図の番号を
記載しています（「参考図」ページに記載）。

59

「整備基準の表」ページ1

ページ内容

ページ構成

施設整備マニュアルは、「整備基準の表」ページと「参考図」ページで構成されています。

項目
整備を必要とする項目（タイトル）を示したものです。

基本的な考え方
整備に対して配慮すべき基本的な考え方を示したものです。

アイコン
項目の主内容を示すイメージ図です。

指定施設整備基準
条例（規則）により整備が遵守するよう定められた事項を示したものです。（概要編P21参照）

建築物移動等円滑化基準
政令に基づく基準に、条例（規則）で追加した横浜市独自の建築物移動等円滑化基準を含みます。（概要編P21参照）

参考：関連条文
基準内容が規定されている条項名を索引しやすいように示したものです。

　「整備基準の表」ページに記載している各基準について、施設整備の例をわかりやすく図で参考に示したも
のです。「整備基準の表」ページの表内の右側の「図」欄で索引できます。各ページを構成する項目の詳細
は、以下のとおりです。

「参考図」ページ2

ページ内容

ページ構成

参考図
整備事項に対する具体的な整備事例を図で解説したものです。
凡例
参考図で示したものが、どの整備基準にあたるかの凡例です。
解説
指定施設整備基準の解説を文章で示したものです。関連する参考図とともに示しています。指定施設整備基準
の番号を表示し、参照できるようにしています。
コラム
基準や福祉のまちづくりに関連する事項を示したものです。
利用者の声
利用者の意見や要望を記載しています。
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「整備基準の表」ページ

整備を必要とする項目
（タイトル）

項目

整備に対して配慮すべき
基本的な考え方

基本的な考え方

項目の主内容を示すため
のイメージ図

アイコン

条例（規則）により整備
が義務づけられた事項

指定施設整備基準

政令と福祉のまちづくり
条例施行規則で規定され
ている「建築物移動等円
滑化基準」を合わせて記
載しています。
なお、指定施設整備基準
と同じ規定については、
「同左」とし、基準の規定
がない場合は「ー」を入
れています。

建築物移動等円滑化基準

「参考図」ページに呼応す
る図の番号を示したもの
です。

図番号

基準内容が規定されてい
る条項名を索引しやすい
ように示したもの。

参考：関連条文

項目によっては、指定施設整備基準の中に、移動等円滑化経路上に
あたる場合にかかる基準をまとめている場合があります。その場合
は、「1移動等円滑化経路」（P62）も参照してください。

移動等円滑化経路を構成する～

指定施設整備基準 建築物移動等円滑化基準 図

6-1
6-6

6-5

6-6

踊場の手すりは、段がある部分と連続して設
けること。ただし、通行動線上その他やむを
得ず手すりを設けることのできない部分を除
く。

握りやすい形状とすること。

手すりの端部には、傾斜部分からなだらかに
接続した水平部分を設け、その先端を壁面又
は下方へ巻き込むこと。

同左

同左

両側に、次に掲げる手すりを設けること。 同左(ｱ)
a

b
c

2の項(1)ウ(ｱ)再掲

ー

e 手すりの傾斜部分の高さは、踏面の先端から
75センチメートル以上85センチメートル以下
とすること。

d

手すりの水平部分の高さは、路面又は床面から
75センチメートル以上85センチメートル以下
とすること。

6-1

6-1
6-6

段がある部分の手すりは、直線の形状とする
こと。ただし、建築物の構造上やむを得ない
場合はこの限りでない。

f

同左 6-6

同左

同左

ろめん

階段

82

指定施設整備基準 建築物移動等円滑化基準

6-1

基本的な考え

　階段は、杖使用者、視覚障害者、高齢者等にとって、転落や転倒事故の

危険性が高い場所であることから、適切なけあげと踏面、幅員を確保し、

滑り止めや手すりを設置し、安全対策に留意します。

同左

同左

同左

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障
害者等が利用する階段は、次に掲げるものでなければな
らない。

（1）

両側に、２の項(1)ウ(ｱ)に定める構造の手すりを設け
ること。

ア

表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げる
こと。

イ

6

6-1
6-5
6-6

6-１
6-４

同左
踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又
は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別でき
るものとすること。

ウ

６

階
段
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「参考図」ページ

「整備基準の表」ページの
図番号と対応

図（番号）

整備基準等に沿って整備した場合の
事例の図解と解説文です。

参考図

項目によっては、基準や福祉のまちづくりに関連する事項をとりあ
げた「コラム」を掲載している場合があります。参考までにお読み
ください。

コラム

図中の記載内容が「指定施
設整備基準」「望ましい整
備」のどちらに該当するか
を示したものです。

「マーク」凡例

上記の凡例に基づき、図中
の寸法や文字の頭にマーク
をつけています。「望まし
い整備」とは、整備基準で
はありませんが、より望ま
しい整備として示している
ものです。

マーク

整備が求められている事
項の解説を示したもの。
関連する「整備基準の表」
内の指定施設整備基準の
番号を記載しています。

解説

具体的な整備事例の図解

図解

利用者の意見や要望を記
載しています。

参考：利用者の声

移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路には以下の基準等も適用されます。

68-4

参考図

図２-7　敷地内の通路の傾斜路と段を設けた例

○ 指定施設整備基準　　♥ 望ましい整備

段に併設する傾斜路の幅員

・
移動等円滑化経路に段がある場合は、傾斜路等が必要となる。
傾斜路の有効幅員は、手すりの内側で140cm以上必要となる。
ただし、併設する段が、幅120cm以上（手すりの出幅は、それぞ
れ10cmを限度として、ないものとみなす。）、けあげ18cm以
下、踏面26cm以上の場合は、傾斜路の有効幅員を手すりの内
側で100cmとすることができる。

・

整備基準　2-(2)-オ-(ア)、7-(2)-ア
登りながら曲がるのは大変なので
傾斜路は直線にしてほしいです。

・

◯連続手すり

◯連続手すり

◯両側手すり

◯段の上端・下端に
　近接する点状ブロック
　　　　♥2列設置

○必要に応じ点字表示

段

建築物出入口

　手すりの高さ
　　○75㎝以上
　　○85㎝以下

傾斜路は、壁際に寄せ、ひさし、屋根等を設ける

◯手すりの水平部分
　♥45㎝以上

◯手すりの水平部分
　♥45㎝以上 ◯手すりの水平部分

　♥45㎝以上

◯階段の幅120cm以上
※手すりの出幅は10cmを限度とし
て段の有効幅員の算定に含まない

◯有効幅員
140㎝以上

水平部分
◯150㎝以上

◯水平部分
150㎝以上

傾斜部分

◯踊場150㎝以上
◯75㎝以下ごとに踊場を設置する
（勾配が1/20を超える場合）

踊場

◯勾配
　1/12以下
♥1/15以下

勾配
○1/12以下
♥1/15以下

U P

U
 P

U
 P ◯水平部分

 150㎝以上

◯水平部分
 150㎝以上

◯
有
効
幅
員

　
10
0
㎝
以
上

◯
有
効
幅
員

　
10
0
㎝
以
上

♥

◯傾斜路部分と前後の通路は
　色の明度、色相又は彩度の
　差を大きくする

２

敷
地
内
の
通
路
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手すりの高さ　○75～85cm

けあげ
○18cm以下
♥16cm以下

○水平部分
♥45cm以下踏面

○26cm以上
♥30cm以上

♥足元灯設置

♥２段手すり
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参考図

図２-１　敷地内の通路の整備例

○ 指定施設整備基準 ♥ 望ましい整備

仕上げ

路面の表面は乾いている状態でも濡れた状態でも滑りにくい

仕上げとする。

高齢者、障害者等の移動が困難となる砂利敷きや石畳など凹凸

のある仕上げは使用しないことが望ましい。

レンガやインターロッキング、磁器タイル等では目地部にも段

差が生じないように施工することが望ましい。

・

整備基準　2-(1)-ア

高低差の生じる場合は、手すりの設置や、その前後に色等の対

比により変化をつけることが望ましい。

♥ 

♥ 

♥ 

敷地内の通路の端
整備基準　2-(１)-ウ-(イ)

歩道上の視覚障害者誘導用ブロックの敷設については、別途、

道路管理者（土木事務所等）との協議が必要となる。

・ 

キャッチブロックの敷設
整備基準　15-(１)

移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路には以下の基準等も適用されます。

高齢者、障害者等の移動が困難となる砂利敷きや石畳など凹

凸のある仕上げは使用しないこと。

レンガやインターロッキング、磁器タイル等では目地部にも段

差が生じないように施工する。

・

・

・

・

・

♥

有効幅員

車いす使用者と歩行者が対面してすれ違うことができ、また、

車いすが180度方向転換できる寸法として、手すりがあればそ

の内法で140cmを確保する。

建築物内の廊下等の有効幅員との整合を図る。

道等から直接地上へ通ずる出入口に至る敷地内の通路の有効

幅員は、車いす使用者同士が対面ですれ違うことができるよう

有効幅員180cm以上とすることが望ましい。

・

♥ 

整備基準　2-(2)-イ

仕上げ
整備基準　2-(2)-ア

移動等円滑化経路が排水溝を横断する場合は、車いす使用者、杖

使用者等の通行に支障がない構造のふたを設ける必要がある。

進行方向に沿って排水溝があり、段差が生じる場合は、その部分

は有効幅員に含まない。

排水溝にふたをするなどして車いすが脱輪するおそれのない措

置を施した場合は、当該部分も有効幅員に含むことができる。

排水溝は、移動等円滑化経路であるか否かにかかわらず、通行

の妨げになる場所には設けないことが望ましい。

排水溝

車いすが転回できる場所

支障なく車いすが転回するためには、有効幅員140cm以上

必要となる。

・

整備基準　2-(2)-ウ

戸の構造
整備基準　2-(2)-エ

整備基準　2-(2)-イ、キ

敷地内の通路の有効幅員
◯140㎝以上
♥180㎝以上♥50～60㎝

視覚障害者誘導用ブロック

建築物出入口

敷地境界線

敷地内の車路

歩道

道路通称 : キャッチブロック

⇒「４ 出入口」を参照
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指定施設整備基準 建築物移動等円滑化基準 図
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2-5

2-5

踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色
相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に
識別できるものとすること。

段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となる
ものを設けない構造とすること。

同左

同左

(ｲ)

(ｳ)

2-6

2-3

2-6

2-6

2-3
2-4

勾配が12分の１を超え、又は高さが16センチ
メートルを超え、かつ、勾配が20分の１を超え
る傾斜がある傾斜路には、次に掲げる手すりを
設けること。

その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の
差が大きいことによりその存在を容易に識別で
きるものとすること。

踊場の手すりは、傾斜がある部分と連続して
設けること。ただし、通行動線上その他やむ
を得ず手すりを設けることのできない部分を
除く。

手すりの高さは、75センチメートル以上85
センチメートル以下とすること。

握りやすい形状とすること。

手すりの端部には、水平部分を設け、その先
端を壁面又は下方へ巻き込むこと。

同左

同左

同左

同左　　

同左

同左

同左

同左

同左

同左

同左

傾斜路は、次に掲げるものであること。エ

幅は、140センチメートル以上とすること。

50メートル以内ごとに車いすの転回に支障がない場
所を設けること。

イ

ウ

表面は、車いす使用者、つえ使用者等の通行に支障
がない仕上げとすること。

ア

移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路は、(1)の規定
によるほか、次に掲げるものでなければならない。

（2）

(ｱ)

(ｲ)

a

b

c

d

2-5

2-5

回り段でないこと。

けこみ板を設けること。
段鼻には、滑り止めを設けること。

同左

同左

ー

(ｴ)

(ｵ)
(ｶ)

2-5
6-3

２-１

２-１

２-１

2-2
2-4

ー

e 手すりの傾斜部分の高さは、踏面の先端から
75センチメートル以上85センチメートル以下
とすること。

d

手すりの水平部分の高さは、路面又は床面から
75センチメートル以上85センチメートル以下
とすること。

2-2
2-4

段がある部分の手すりは、直線の形状とする
こと。ただし、建築物の構造上やむを得ない
場合は、この限りでない。

f

同左 2-4

同左

ろめん
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・

参考図

2-2　敷地内の通路の段の整備例図

○ 指定施設整備基準　　♥ 望ましい整備

高齢者や子供に配慮し、２段手すり（上段80～85cm下段

65cm）を設けることが望ましい。

♥ ・ 段や車路がある場合、段の上下端付近や車路に近接する部分に

特に杖使用者の安全を考慮して、踏面の仕上げは滑りにく

いものとする。

点状ブロック等の敷設が必要となる。

⇒「21 視覚障害者誘導用ブロック」を参照

整備基準　2-(1)-イ

手すりの高さの測り方は、段の踏面の先端（段鼻）から、

垂直に手すりの上端までの高さを計測する。

手すり端部の水平部分の高さも、75cm～85cmとする。

手すりは段の両側に設ける必要がある。

段の構造を把握できるため、踊り場にも連続して手すりを設ける

必要がある。

・

・

・

・

・

仕上げ　
整備基準　２-(1)ア

手すり
整備基準　2-(1)-ウ-(ア)、2-(1)-エ-(ア)、2-(2)-オ-(エ)

ブロック等の敷設位置点状

手すりの高さ
　○75～85cm

○手すりの水平部分
♥45cm以上

♥２段手すり

手すりの高さ
○75～85cm

手すりの高さ
○75～85cm

○手すりの水平部分
♥45cm以上

♥足元灯設置

○点状ブロック

♥足元灯設置

○けこみ板を設ける
○段鼻はつまづきの原因となるため
　突出さない

♥２段手すり

○段鼻には滑り止めを設ける
○踏面の端部とその周囲を色の明度、色相又は
　彩度の差を大きくする

○手すりの水平部分
♥45cm以上

○手すりの水平部分
45cm以上

　点状ブロック○

○必要に応じて点字表示
○手すりの水平部分
♥45cm以上

♥

♥30cm

67

○必要に応じて点字表示

♥足元灯設置

両側に設ける必要がある。
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指定施設整備基準 建築物移動等円滑化基 図

同

左

準

同左

同左

傾斜路の前後には、長さ150センチメートル以上の
水平部分を確保すること。

カ

排水溝を設ける場合は、車いす使用者、つえ使用者
等の通行に支障がない構造のふたを設けること。

キ

(ｳ)

(1)エ(ｱ)に定める構造の手すりを設けること。(ｴ)

両側に、側壁又は高さ５センチメートル以上の
立ち上がり部を設けること。

(ｵ)

勾配は、12分の１を超えないこと。

けあげの寸法が、18センチメートル以下

踏面の寸法が、26センチメートル以上

同左

同左

同左

左

同傾斜路は、次に掲げるものであること。オ

(ｱ)

(ｲ)

a

b

c

同左。ただし、高さが16センチメー
トル以下で、かつ、勾配が20分の１
以下の傾斜路における転落のおそれ
がない部分を除く。

高さが75センチメートルを超え、かつ、勾配が
20分の１を超えるものにあっては、高さ75セン
チメートル以内ごとに踏幅が150センチメート
ル以上の踊場を設けること。

幅（当該幅の算定に当たっては、手
すりの幅は、それぞれ10センチメー
トルを限度として、ないものとみな
す。）が、75センチメートル以上

幅（当該幅の算定に当たっては、手すりの幅
は、それぞれ10センチメートルを限度とし
て、ないものとみなす。）が、120センチメ
ートル以上

幅は、140センチメートル以上とすること。た
だし、次に掲げる段に併設するものにあって
は、100センチメートル以上とすること。

同左
戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他
の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造と
し、かつ、その前後に高低差がないこと。

エ

2-6
2-7 

2-7 

2-7 
2-7 

2-6
2-7 

2-6
2-7 

同左

同左

2-6

2-3

2-3
2-4

踊場の手すりは、傾斜がある部分と連続して
設けること。ただし、通行動線上その他やむ
を得ず手すりを設けることのできない部分を
除く。

手すりの高さは、75センチメートル以上85
センチメートル以下とすること。

握りやすい形状とすること。

手すりの端部には、水平部分を設け、その先
端を壁面又は下方へ巻き込むこと。

同左

同左

同左

同左

a

b

c

d

2-6
2-7 

2-6

2-1
2-8 

2-6

2-1

(1)エ(ｱ)再掲載
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→玄関

不適切な例

手すりが直線でない

図2-3　手すりの形状、固定方法、端部納まり

75-85cm
75-85cm

75-85cm

水平部分の高さが高い

68-1

　手すりの構造（始終端部の構造など

点字プレート（上から

（手前側

階段手すりに設けられた点字表示

図2-4 ）

見た ）

）

図

手すりの構造

参考図

不適切な例

75-85cm
75-85cm

75-85cm

傾斜部分となだらかに接
続していない水平部分

手すりの始終端部の構造
整備基準　2-(1)-ウ-(ｱ)、2-(1)-エ-(ｱ)、2-(2)-オ-(ｴ)

・手すりの始終端部は、次の動作への移行をスムーズに行えるよう
水平部分を設け、端部は壁面又は下方に巻き込む必要がある。

手すり始終端部の水平部

○手すり端部は、衝突時の危険防止や服の袖の引っ掛
かりを避けるため、壁面か下方などに曲げて納める。

・手すりは、平たんな部分にあっては安全に身体を支え、休むことができる構造とする。

♥手すりの形状は、安全に身体を支えるために握る動作がしっかりとできる円形が望ましい。

♥円形の場合は、原則として、断面の直径を３～４cm程度とし、壁面と手すりのあきは３～５cm程度とすることが望ましい。

手すり支持方法は握りやすいように下方に取付ける

○ 指定施設整備基準　　♥ 望ましい整備

整備基準　2-(1)-ウ-(ｱ)、2-(1)-エ-(ｱ)、2-(2)-オ-(ｴ)

踏み面の寸法

45cm♥

高さ
○75-85cm

高さ
○75-85cm

○75-85cm
高さ

45cm♥

先端は壁面又は下方に巻き込む先端は壁面又は下方に巻き込む

♥

♥

♥
♥

壁面に巻き込む 下方に巻き込む

水平
部分

水平
部分

直径3～4cm
3～5cm程度

手すりの固定は下方から





68-3

参考図

図2-6　傾斜路の基本的な構造

○ 指定施設整備基準　　♥ 望ましい整備

傾斜路の識別のしやすさ

傾斜路の上端・下端又は傾斜路全体を通路の他の部分と色の
明度、色相、彩度に差を設け、容易に識別できるように仕上げ
る必要がある。

整備基準　2-(１)-エ-(イ)

・

勾配

車いす使用者が自力で傾斜路を登坂するには相当な体力を必
要とする。また、下降する場合でも腕にかかる負担は大きい。
水に濡れる等の条件が加われば困難度はより高まるため、勾配
はできる限り緩くする。
車いすの通行を妨げないように、進行方向以外の側方へ傾斜さ
せないことが望ましい。
屋外においては、雨天時等を考慮して1/15以下が望ましい。

・

♥ 

♥ 

移動等円滑化経路を構成する傾斜路には以下の基準等も適用されます。

踊場の構造

傾斜行程が長い場合や、傾斜路の方向が途中で変わる箇所で
は、車いす使用者が途中で体勢を立て直すことができる水平な
踊場が必要になるため、高低差75cm以内ごとに踏幅150cm
以上の踊場を設けること。

・

整備基準　2-(2)-オ-(ウ)

勾配

1/12以下とする必要がある。・

整備基準　2-(2)-オ-(イ)

傾斜路の両側の構造（立ち上がり）

傾斜路の両側には、車いすが脱輪しないように、側壁又は5cm
以上の立ち上がり部を設けること。

・

整備基準　2-(2)-オ-(オ)

水平部分

通行の安全確保、休憩、方向転換等のため、傾斜路の上端、下
端、曲がりの部分、折り返し部分、他の通路との交差部分にも
路面150cm以上の水平部分を確保する必要がある。

・

仕上げ

車いすは、勾配が急になるとスリップし、昇降が困難になるた
め、表面は滑りにくい仕上げとする。特に水に濡れても滑りにく
いものを使用すること。

整備基準　2-(1)-ア

・

傾斜路の構造
整備基準　2-(1)-エ

傾斜がある部分には、原則として傾斜路の基準が適用される。
ただし、車いすで静止し、又は円滑に転回できる安全で円滑な
通行に支障のない程度の水勾配(1/50以下)の部分について
は、傾斜路の基準は適用しない。

・

整備基準　2-(2)-カ

有効幅員

途中で歩行者とのすれ違いが予想されるため、原則として、車
いす使用者と歩行者がすれ違うことができる寸法として
140cm以上必要となる。

車いす使用者同士でもすれ違うことができる寸法として、
180cm以上あることが望ましい。

・

整備基準　2-(2)-オ-(ア)

♥ 

○片側手すり
○握りやすい形状

○手すりの端部は
　壁面又は
　下方へ巻き込む

○滑りにくい仕上げ

○踊場の手すりは連続して設ける

○高低差75cm以内ごとに
　150cm以上の踊場を設ける

○傾斜路の両側に、側壁又は
　5cm以上の立ち上がり部を
　設ける

○端部の水平部分
♥45cm

　

○端部の水平部分
♥45cm

○有効幅員1４0cm以上
♥有効幅員180cm以上

○勾配1/12以下
♥勾配1/15以下

○75cm～85cm

水平部分

水平部分

踊場

○150cm以上

○手すりの端部は壁面又は下方へ
　巻き込む
　○150cm以上

整備基準　2-(１)-エ

○5cm

踊場○150cm以上

○前後の通路と色の明度、色相又は彩度の差を大きくする。

※傾斜路の有効幅員は手すりの内側となる。
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移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路には以下の基準等も適用されます。

68-4

参考図

図２-7　敷地内の通路の傾斜路と段を設けた例

○ 指定施設整備基準　　♥ 望ましい整備

段に併設する傾斜路の幅員

・
移動等円滑化経路に段がある場合は、傾斜路等が必要となる。
傾斜路の有効幅員は、手すりの内側で140cm以上必要とな
る。
ただし、併設する段が、幅120cm以上（手すりの出幅は、それ
ぞれ10cmを限度として、ないものとみなす。）、けあげ18cm
以下、踏面26cm以上の場合は、傾斜路の有効幅員を手すりの
内側で100cmとすることができる。

・

整備基準　2-(2)-オ-(ア)、7-(2)-ア
登りながら曲がるのは大変なので
傾斜路は直線にしてほしいです。

・

◯連続手すり

◯連続手すり

◯両側手すり

◯段の上端・下端に
　近接する点状ブロック
　　　　♥2列設置

○必要に応じ点字表示

段

建築物出入口

　手すりの高さ
　　○75㎝以上
　　○85㎝以下

傾斜路は、壁際に寄せ、ひさし、屋根等を設ける

◯手すりの水平部分
　♥45㎝以上

◯手すりの水平部分
　♥45㎝以上 ◯手すりの水平部分

　♥45㎝以上

◯階段の幅120cm以上
※手すりの出幅は10cmを限度とし
て段の有効幅員の算定に含まない

◯有効幅員
140㎝以上

水平部分
◯150㎝以上

◯水平部分
150㎝以上

傾斜部分

◯踊場150㎝以上
◯75㎝以下ごとに踊場を設置する
（勾配が1/20を超える場合）

踊場

◯勾配
　1/12以下
♥1/15以下

勾配
○1/12以下
♥1/15以下

U P

U
 P

U
 P ◯水平部分

 150㎝以上

◯水平部分
 150㎝以上

◯
有
効
幅
員

　
10
0
㎝
以
上

◯
有
効
幅
員

　
10
0
㎝
以
上

♥

◯傾斜路部分と前後の通路は
　色の明度、色相又は彩度の
　差を大きくする

２
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手すりの高さ　○75～85cm

けあげ
○18cm以下
♥16cm以下

○水平部分
♥45cm以下踏面

○26cm以上
♥30cm以上

♥足元灯設置

♥２段手すり
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参考図

図２-8　排水溝の整備例

○ 指定施設整備基準　　♥ 望ましい整備

2 ㎝程度

1.25㎝程度
　又は 1.5㎝程度

10㎝程度

10㎝程度の溝

車いすの前輪の大きさ

ピッチ 1.25㎝～ 1.5㎝の溝

手動車いす 電動車いす

車いすの前輪が落下しない配慮寸法車いすの前輪が落下しない排水溝のふた



















参考図 ○ 指定施設整備基準 ♥ 望ましい整備
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図4-１　出入口の整備例1

直接地上へ通ずる出入口

直接地上に通ずる出入口とは、外部出入口を指す。

幅とは、実際の有効幅員をいい、引き戸の場合は、引き残しを

含めない寸法で計測する。

車いすで通過しやすい寸法として有効幅員90cm以上が必要

である。

玄関など、主要な外部出入口の有効幅員は車いす使用者と横

向きの人がすれ違うことのできる120cm以上とすることが望

ましい。

外部出入口には、ひさし、屋根等を設けることが望ましい。ま

た、必要に応じて、ひさし、屋根等には誘導鈴や音声案内装置

を設けることが望ましい。

夜間などに管理事務所等へ連絡できるインターホンなどの装

置を設置することが望ましい。

・

・

・

♥ 

♥ 

♥ 

整備基準　4-(2)

直接地上へ通ずる出入口以外の出入口

直接地上に通ずる出入口以外の出入口（利用居室、車いす使用

者用便房、車いす使用者用客室などの出入口）の有効幅員は、

車いすで通過できる最低寸法である80cm以上とする。

居室の出入口については、車いす使用者と横向きの人がすれ違

うことのできる120cm以上とすることが望ましい。

・

♥ 

整備基準　4-(1)

出入口の有効幅員は、扉を開けた状態（扉の面と枠の

一番狭い部分）で測る。

有効幅員の測り方

引き戸の場合

◯自動的に開閉する構造その他の車いす使用
者が容易に開閉して通過できる構造とし、
かつ、戸の前後に高低差がない

♥自動式の引き戸の場合、
非常時対応の手動式の扉を併設する

♥衝突防止マーク
戸が透明な場合は、衝突を防止する
ため、横線や模様で識別できるよう
にする

♥ガラス戸の場合
床上35㎝までを車いすあたりとする

直接地上へ通ずる出入口
◯有効幅員90㎝以上
♥有効幅員120㎝以上

♥袖壁30㎝

有効幅員

開き戸の場合

有効幅員
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参考図 ○ 指定施設整備基準 ♥ 望ましい整備
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図4-２　出入口の整備例2

高低差2cm以下

開放廊下利用居室

防災上・安全上の配慮について

自動式の引き戸を設けた場合には、防災上の観点から手動扉

を併設することが望ましい。

戸が透明な場合は、衝突を防止するため、横線や模様で識別で

きるようにすることが望ましい。

ガラス戸の場合は、床上35cmまでを車いすあたりとすること

が望ましい。

♥ 

♥ 

♥ 

◯戸の前後に高低差がないこと
高低差2cm以下であり、車いすでも容易に乗
り上げることができるように面取り等の配慮
が必要である。〔 〕

♥ 

⇒「５ 廊下等」を参照

容易に開閉して通過できる構造
（戸の前後のスペース）

扉の前後には、車いす待機のための水平なスペースを確保す

る必要がある。

戸の前後の水平部分は、引き戸の場合は 150cm 以上、開き

戸の場合は、建具幅+150cm 以上確保することが望ましい。

廊下に面した外開き戸には、通行の支障にならないようアル

コーブを設けるなどの配慮をすることが望ましい。

♥ 

整備基準　4-(3)

・ ♥建具幅+150cm以上の水平部分

150cm建具幅

150cm

150cm

♥有効で150cm以上
の水平部分

♥有効で150cm以上
の水平部分

扉の前後の水平部分

戸の構造
整備基準　4-(3)

♥ 

♥ 

移動等円滑化経路上には、回転扉を設置しない。

戸の開閉動作のしやすさは、開き戸より引き戸が利用しやす

く、また、手動式より自動式が安全で使いやすい。

手動式の引き戸とする場合は、上吊り形式にするなど、軽く開

閉できるものとすることが望ましい。

自動式の引き戸の場合は、戸の開閉速度や感知範囲を、高齢

者、障害者等が利用しやすいように設定することが望ましい。

手動式の扉を開き戸とする場合は、開閉速度を調節するため、

ドアチェックを設けることが望ましい。

♥ 

♥ 

・ 

高低差 2cm以下

高低差2cm超

各部分の高低差が2cm以下で面取り等の配慮がされていても、
廊下と居室をつなぐ出入口前後で2cmを超える高低差がある場
合は、基準を満たさない。

出入口前後の高低差（不適切な例）
♥室名

140㎝程度
90㎝程度
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参考図 ○ 指定施設整備基準 ♥ 望ましい整備

図4-3　車いす使用者のための開閉スペースの設置

図4-4　使いやすい取っ手

取っ手の構造

円形（握り玉）は、操作が困難な人もいるので避け、レバーハンドル、プッシュプルハンドル、又は棒状のものとする。

取っ手は、高齢者、障害者等が使いやすい高さとして、床面から90cm程度に設けることが望ましい。

・

整備基準　4-(3)

♥ 

棒 状 プッシュプルハンドル レバーハンドル 握り玉

戸を容易に開閉することが
できない

利用居室の出入口の有効幅員

○80cm以上
♥90cm以上

○30cm以上
♥45cm以上

○30cm以上
♥45cm以上

○30cm以上
♥45cm以上 ○30cm以上

○30cm以上

袖壁

戸の開閉の際、車いす使用者が戸の取っ手の側まで近づくために、戸の横に30cm以上の袖壁を設ける必要がある。

自動式の引き戸で、車いす使用者にとって利用しやすい位置に開閉ボタンを設けた場合は、袖壁は不要である。

車いす使用者が戸を開閉しやすいように、開き戸の場合は、袖壁を45cm以上を確保することが望ましい。

・

・

♥ 

整備基準　4-(4)
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滑り抵抗係数

　床の滑りについては、「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準 令和 3年 3月（編集：国土交通省）」

にも掲載されています。床の材料及び仕上げは、床の使用環境を考慮した上で、高齢者、障害者等が安全かつ円滑に

利用できるものとします。以下の「滑り抵抗係数の推奨値」を参考に適切な材料、床材とすることが重要です。

コ ラ ム

床の種類 単位空間等 推奨値（案）

表-1　履物着用の場合の滑り　日本建築学会の推奨値（案）※

C.S.R=0.3 以上客室の床

C.S.R－sinθ=0.4 以上傾斜路（傾斜角：θ）

敷地内の通路、建築物の出入口、屋内の通路、
階段の踏面・踊場、便所・洗面所の床履物を履いて

動作する
床、路面

C.S.R=0.4 以上

表-2　素足の場合の滑り　日本建築学会の推奨値（案）※

床の種類 単位空間等 推奨値（案）

C.S.R・B=0.6 以上客室の浴室・シャワー室の床

浴室（大浴場）、プールサイド、シャワー室・更
衣室の床

素足で動作し
大量の水や石
鹸水などがか
かる床

C.S.R・B=0.7以上

※（社）日本建築学会材料施工委員会内外装工事運営委員会　床工事WG『床の性能評価方法の概要と性能の推奨値（案）』（2008 年 6月）
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指定施設整備基準 建築物移動等円滑化基準 図

6-1
6-6

6-5

6-6

踊場の手すりは、段がある部分と連続して設
けること。ただし、通行動線上その他やむを
得ず手すりを設けることのできない部分を除
く。

握りやすい形状とすること。

手すりの端部には、傾斜部分からなだらかに
接続した水平部分を設け、その先端を壁面又
は下方へ巻き込むこと。

同左

同左

両側に、次に掲げる手すりを設けること。 同左(ｱ)
a

b
c

2の項(1)ウ(ｱ)再掲

ー

e 手すりの傾斜部分の高さは、踏面の先端から
75センチメートル以上85センチメートル以下
とすること。

d

手すりの水平部分の高さは、路面又は床面から
75センチメートル以上85センチメートル以下
とすること。

6-1

6-1
6-6

段がある部分の手すりは、直線の形状とする
こと。ただし、建築物の構造上やむを得ない
場合はこの限りでない。

f

同左 6-6

同左

同左

ろめん

階段

82

指定施設整備基準 建築物移動等円滑化基準

6-1

基本的な考え

　階段は、杖使用者、視覚障害者、高齢者等にとって、転落や転倒事故の

危険性が高い場所であることから、適切なけあげと踏面、幅員を確保し、

滑り止めや手すりを設置し、安全対策に留意します。

同左

同左

同左

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障
害者等が利用する階段は、次に掲げるものでなければな
らない。

（1）

両側に、２の項(1)ウ(ｱ)に定める構造の手すりを設け
ること。

ア

表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げる
こと。

イ

6

6-1
6-5
6-6

6-１
6-４

同左
踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又
は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別でき
るものとすること。

ウ

６

階
段
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参考図 ○ 指定施設整備基準 ♥ 望ましい整備
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図6-１　階段の構造

手すりの高さ
○75～85cm

○必要に応じて点字表示
○手すりの水平部分
♥45cm以上

○点状ブロック

○点状ブロック

♥足元灯設置

○けこみ板を設ける
○段鼻はつまづきの原因となるため
突出さない

○段鼻には滑り止めを設ける
○踏面の端部とその周囲を色の明度、色相又は彩度の差を大きくする

♥端部の水平部分は45cmが望ましい

♥壁がない部分には
5cm以上の立ち上がり部を設ける

手すりの高さ
○75～85cm

○端部の水平部分
♥45cm

けあげ
○18cm以下
♥16cm以下

踏面
○26cm以上
♥30cm以上

♥足元灯設置

♥２段手すり

♥鏡
(凸面鏡)

○点状ブロック
（踊場の手すりが段のある部分と連続している場合は
    敷設不要）

♥30cm

♥２段手すり

立ち上がり部

階段側面は両面とも壁であることが望ましい。壁がない場合に

は杖の先が落ち込まないように5cm以上の立ち上がり部を設

けることが望ましい。

♥ 

階数の表示

床面や壁面に算用数字で大きめに階数(番号)を表示するのが

望ましい。
♥ 

手すりの高さ

手すりの高さの測り方は、階段の踏面の先端（段鼻）から、

垂直に手すりの上端までの高さを計測する。

手すりの傾斜部分・端部の水平部分の高さは、75cm～

85cmとする。

高齢者や子供に配慮し、２段手すり（上段80～85cm下段

65cm）を設けることが望ましい。

・

♥ 

整備基準　6-(1)-ア、2-(1)-ウ-(ア)

点状ブロック等の敷設位置

廊下に接続する踊場には、階段の上下端に点状ブロックの敷設

が必要となる。

整備基準　５-(1)-イ

⇒「21 視覚障害者誘導用ブロック」を参照

・

滑りにくい仕上げの構造　

特に杖使用者の安全を考慮して、踏面の仕上げは滑りにくいも

のとする。

・

整備基準　6-(1)-イ

○手すりの水平部分
　45cm以上♥

　点状ブロック♥

手すりの高さ
○75～85cm

・

床面や壁面に算用数字で大きめに階数（番号
）を表示するのが望ましい。

♥
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指定施設整備基準 建築物移動等円滑化基準 図

(2)の規定にかかわらず、(1)カの規定は、８の項に規定
する基準を満たすエレベーター及びその乗降ロビーが設
けられている経路が確保されている場合であって、回り
階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であ
るときは、適用しない。
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指定施設整備基準 建築物移動等円滑化基準 図

オ

コ

サ

（参考：関連条文）政令第1２条、平成18年告示第1497号第２、規則別表第1の２（６の項）、規則別表第５（６の項）

(1)キからコまでの規定は、８の項に
規定する基準を満たすエレベーター
及びその乗降ロビーが設けられてい
る建築物の場合は、適用しない。

（2）

（3）

(1)キからサまでの規定は、８の項に規定する基準を満た
すエレベーター及びその乗降ロビーが設けられている経
路が確保されている場合にあっては、不特定かつ多数の
者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する
主たる階段のうち１以上が適合すれば足りることとす
る。

（4）

6-1

6-１

6-1

6-1

6-4

6-１
6-4

6-4

6-4

6-2

6-2

6-3

同左

同左

同左

同左

同左

ー

段がある部分の上端に近接する踊場の部分には、視
覚障害者に対し警告を行うために、16の項(1)に定め
る構造の点状ブロック等を敷設すること。ただし、
段がある部分と連続して手すりを設ける場合を除
く。

回り階段でないこと。カ

けあげの寸法は、18センチメートル以下とすること。キ

踏面の寸法は、26センチメートル以上とすること。ク

幅（当該幅の算定に当たっては、手すりの幅は、そ
れぞれ10センチメートルを限度として、ないものと
みなす。）は、120センチメートル以上とすること。

ケ

けこみ板を設けること。

段鼻には滑り止めを設けること。

段がある部分の上端に近接する踊場の
部分（不特定かつ多数の者が利用し、
又は主として視覚障害者が利用するも
のに限る。）には、視覚障害者に対し
警告を行うために、点状ブロック等を
敷設すること。
ただし、視覚障害者の利用上支障がな
いものとして国土交通大臣が定める場
合は、この限りでない。

6-7

6-7

6-7

(1)カの規定は、８の項に規定する基準を満たすエレベー
ター及びその乗降ロビーが設けられている経路が確保さ
れている場合にあっては、不特定かつ多数の者が利用
し、又は主として高齢者、障害者等が利用する主たる階
段が適合すれば足りることとする。

(1)カの規定は、８の項に規定する基
準を満たすエレベーター及びその乗降
ロビーが設けられている建築物の場合
は、不特定かつ多数の者が利用し、又
は主として高齢者、障害者等が利用す
る主たる階段が適合すれば足りること
とする。

(2)の規定にかかわらず、(1)カの規定
は、８の項に規定する基準を満たすエ
レベーター及びその乗降ロビーが設け
られている建築物の場合であって、回
り階段以外の階段を設ける空間を確保
することが困難であるときは、適用し
ない。

段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるもの
を設けない構造とすること。

エ 6-１
6-４

同左
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図6-３　回り階段について

回り階段

「回り階段」とは、「らせん状の階段」や「踊場部分に段を設けた階段（回り段）」等、外側と内側での踏面の寸法が異なる階段のことである。

回り階段は、段を踏はずしてしまう危険があり、視覚障害者も方向感覚を失いやすいため、好ましくない。

・

整備基準　6-(1)-カ

回り階段ではない

U  P
U  P

踊場

U  P

U  P

回り階段である回り階段の例

踊場 踊場

U  P

踊場

図６-２　踊場の構造

階段の幅

杖使用者や介助者等も一緒に利用可能な空間を確保するた

め、幅120cm以上確保する。

階段の幅の算定にあたっては、建築基準法と同様に手すりの出

幅は、それぞれ10cmを限度として、ないものとみなす。

階段の幅は、130cm以上であることが望ましい。

・

・

♥ 

整備基準　6-(1)-ケ
手すりの連続性

手すりは、階段の両側に設ける必要がある。

階段の構造を把握できるため、踊場にも連続して手すりを設置

する必要がある。

・

・

整備基準　6-(1)-ア、2-(1)-ウ-(ｱ)-a

踊場への配慮（鏡の設置）

踊場の壁面には、鏡を設けること等により、衝突防止の配慮を

することが望ましい。
♥ 

階段の踊場に凸面鏡をつけてほしいです。
聴覚障害者は足音が聞こえません。反対側
の階段から来る人とぶつかって、ケガをす
ることがあります。

聴

覚
障
害 者 の 声

○連続手すり

U
P

○点状ブロック

○点状ブロック

○連続手すり

階段の幅
○120cm以上

♥鏡
（凸面鏡）

○点状ブロック
 （踊場の手すりが連続
　している場合は敷設不要）

踊場の幅
○12０cm以上

点状ブロック♥
※階段の幅の算定にあたっては
手すりの出幅はそれぞれ10ｃｍを
限度としてないものとみなす

♥ 
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参考図 ○ 指定施設整備基準 ♥ 望ましい整備

不適切な例

手すり支持方法は握りやすいように下方に取付ける

○手すり端部は、衝突時の危険防止や服の袖の引っ掛か
りを避けるため、壁面か下方などに曲げて納める。

壁面に巻き込む 下方に巻き込む

水平
部分

水平
部分

直径3～4cm
3～5cm程度

手すりの固定は下方から

手すりは、平たんな部分にあっては安全に身体を支え、休むことができる構造とする。
手すりの形状は、安全に身体を支えるために握る動作がしっかりとできる円形が望ましい。
円形の場合は、原則として、断面の直径を３～４cm程度とし、壁面と手すりのあきは３～５cm程度とすることが望ましい。

手すりの構造
整備基準　2-(1)-ウ-(ｱ)、2-(1)-エ-(ｱ)

・

♥

♥

♥

図6-5　手すりの形状、固定方法、端部納まり
♥
♥

♥

けこみ板の構造

けこみ板を設けるとは、階段のけあげ部分を板等でふさぐことで、
足や杖がひっかかるのを防止するための規定である。
けこみは、２cm以下が望ましい。

・

♥ 

整備基準　6-(1)-コ

踏面の構造

転落、転倒等の事故が多い場所であることを留意し、段を踏
みはずしにくく、利用しやすい踏面の寸法を 26cm 以上とす
ること。
踏面は 30cm 以上が望ましい。

・

♥ 

整備基準　6-(1)-ク

けあげの構造

高齢者、障害者等の利用に配慮し、登りやすい緩勾配を確保
するため、けあげの寸法を18cm 以下とすること。
けあげは、16cm以下が望ましい。

・

♥ 

整備基準　6-(1)-キ

段を容易に識別できること

段を容易に識別できるものとして、踏面の端部とその周囲との色の
明度、色相又は彩度の差を大きくすること。
段を識別しやすいよう十分な照明に配慮し、必要に応じ、足元灯
等を設置するのが望ましい。

・

♥ 

整備基準　6-(1)-ウ

図6-４　段の構造

けあげ
○18cm以下
♥16cm以下

踏面 ○26cm以上
♥30cm以上

けこみは♥2cm以下

5mm以下

○滑り止め

不適切な例

けこみ板がないものは設けない 段鼻は突き出さない

○踏面の端部とその周囲との色の明度、
色相又は彩度の差を大きくする。

○滑り止め

♥足元灯設置

滑り止め

金属製のすべり止めは杖が滑るので避けることが望ましい。♥

整備基準　6-(1)-サ
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踏み面の寸法

45cm♥

高さ
○75-85cm

高さ
○75-85cm

○75-85cm
高さ

45cm♥

先端は壁面又は下方に巻き込む先端は壁面又は下方に巻き込む

点字プレート（上から見た図）

（手前側）

参考図 ○ 指定施設整備基準 ♥ 望ましい整備

1階 → 2階

75-85cm
75-85cm

75-85cm

75-85cm
75-85cm

75-85cm

水平部分の高さが高い

図6-6　手すりの構造（始終端部の構造など）

不適切な例

傾斜部分となだらかに接続
していない水平部分

手すりの始終端部の構造
整備基準　6-(1)-ア

・手すりの始終端部は、次の動作への移行をスムーズに行えるよう
水平部分を設け、端部は壁面又は下方に巻き込む必要がある。

手すり始終端部の水平部

階段手すりに設けられた点字表示

手すりが直線でない
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図6-7　エレベーター等を設置した場合の整備基準の適用範囲

８の項に規定する基準を満たすエレベーターと乗降ロビーを利用して上下移動ができる場合、6(1)キからサの規定は、主たる階段の

うち１以上が適合すれば足りることとする。

主たる階段とは、施設利用者が施設内の居室間や便所等への移動において、利用する階段をいう。

主たる階段に関する基準
整備基準　6-(4)

・

・

主たる階段（全ての基準を適用）

主たる階段（一部の基準を適用）

屋上プール

店舗

店舗

店舗道路

エ
レ
ベ
ー
タ
ー

利用居室
Ａ

利用居室
Ｃ

利用居室
Ｂ

利用居室
Ｄ

男子
便所

女子
便所

機械室

車いす使用者用便房

Ｅ
Ｖ

±0

±0

+600

±0

±0

+600

+600

+600

授乳室±0

－600

－600

道等

スロープ　1/12以下

±0

１以上の主たる階段（全ての基準を適用）

スキップフロアの例（平面図）

適用基準一覧表（指定施設整備基準）

不特定かつ多数のものが利用し、
又は主として高齢者、障害者等が利用する施設

8の基準のEV等が
設けられている場合

1以上の
主たる階段

左記以外の
主たる階段

ア 両側に定める構造の手すり
イ 表面は滑りにくい仕上げ
ウ 踏面の端部は周囲と色識別
エ 段鼻の突き出しを設けない
オ 踊場の上端に点状ブロック
カ 回り階段でない
キ けあげ18cm以下
ク 踏面26cm以上
ケ 幅120cm以上
コ けこみ板を設ける
サ 段鼻に滑り止め
※１．回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときは、適用しない。

○

○
○
○
○
○※１
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

○

○※１

参考図 ○ 指定施設整備基準 ♥ 望ましい整備

６

階
段

Ⅱ

マ
ニ
ュ
ア
ル
編

（
１
）
指
定
施
設
整
備
基
準

建
築
物
移
動
等
円
滑
化
基
準

ア
共同
住宅
以外





指定施設整備基準 建築物移動等円滑化基準 図

88

指定施設整備基準 建築物移動等円滑化基準

7-1

7-1

7-1
7-3

図

傾斜路

基本的な考え

　傾斜路は、車いす使用者はもとより、高齢者やベビーカーの通行等にも

有効です。安全かつ円滑に昇降できるよう、適切な勾配や有効幅員を確保

し、踊場や手すりの設置などに配慮する必要があります。

表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げる
こと。

同左

同左

同左

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障
害者等が利用する傾斜路は、次に掲げるものでなければ
ならない。

（1）

ア

イ

傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分には、
視覚障害者に対し警告を行うために、16の項(1)に定
める構造の点状ブロック等を敷設すること。ただ
し、勾配が20分の１を超えず、若しくは高さが16セ
ンチメートルを超えず、かつ、勾配が12分の1を超
えない傾斜がある部分又は傾斜がある部分と連続し
て手すりを設ける場合を除く。

傾斜がある部分の上端に近接する踊
場の部分（不特定かつ多数の者が利
用し、又は主として視覚障害者が利
用するものに限る。）には、視覚障
害者に対し警告を行うために、点状
ブロック等を敷設すること。
ただし、視覚障害者の利用上支障が
ないものとして国土交通大臣が定め
る場合は、この限りでない。

その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差
が大きいことによりその存在を容易に識別できるも
のとすること。

ウ

エ

7

6-5
6-6
７-1

同左
勾配が12分の１を超え、又は高さが16センチメート
ルを超える傾斜がある傾斜路には、２の項(1)エ(ｱ)に
定める構造の手すりを設けること。

2の項(1)エ(ｱ)再掲

7-1

7-1

2-3

2-3
2-4

握りやすい形状とすること。

同左

同左

同左

同左

(ｱ) a

b

c
d

踊場の手すりは、傾斜がある部分と連続して
設けること。ただし、通行動線上その他やむ
を得ず手すりを設けることのできない部分を
除く。

手すりの高さは、75センチメートル以上
85センチメートル以下とすること。

手すりの端部には、水平部分を設け、その先
端を壁面又は下方へ巻き込むこと。

７
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エレベーター等

92

指定施設整備基準 建築物移動等円滑化基準 図

基本的な考え

エレベーターは、高齢者、障害者等の垂直移動手段として有効なもので

す。エレベーター内だけでなく、乗降ロビーについても、円滑に操作でき

るボタンや音声案内など、高齢者、障害者等に配慮した設備を設ける必要

があります。

同左

移動等円滑化経路を構成するエレベーター（(2)に規定す
るものを除く。）及びその乗降ロビーは、次に掲げるも
のでなければならない。

（1）

かごは、利用居室、住室、車いす使用者用便房又は
車いす使用者用駐車施設がある階及び地上階に停止
すること。

ア

かご及び昇降路の出入口の幅は、80センチメートル
以上とすること。ただし、床面積の合計が5,000平
方メートルを超える建築物の移動等円滑化経路を構成
するエレベーター（当該エレベーターにより往来するこ
とができる建築物の部分（非常時においてのみ往来す
ることができる建築物の部分を除く）の床面積の合計
が5,000平方メートル以下である場合を除く。）のかご
及び昇降路の出入口の幅は、90センチメートル以上と
すること。

イ

8

かごは、利用居室、車いす使用者用
便房又は車いす使用者用駐車施設が
ある階及び地上階に停止すること。

8-4

8-1

8-1

8-2
8-4

8-2
8-3

同左

同左

同左

同左

同左かごの奥行きは、135センチメートル以上とすること。

エ 乗降ロビーは高低差がないものとし、その幅及び奥
行きは150センチメートル以上とすること。

オ かご内の左右両面の側板及び乗降ロビーには、車いす
使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。

カ かご内に、かごが停止する予定の階及びかごの現在
位置を表示する装置を設けること。

キ 乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を表示する
装置を設けること。

8-1

同左

ウ
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140cm

13
5c
m

135cm×140cmの
矩形が入らない

140cm

13
5c
m

135cm×140cmの
矩形が入る

店
舗
専
用
E
V 相互に行き来

できない店舗

ホテル
（6,000㎡）

（500㎡）

出入口幅
○80cm以上

出入口幅
○90cm以上

ホ
テ
ル
専
用
E
V

扉等で相互に
行き来できる

ホテル
（6,000㎡）

店舗
（500㎡）

出入口幅
○90cm以上

出入口幅
○90cm以上

店
舗
専
用
E
V

ホ
テ
ル
専
用
E
V

階段等で相互に
行き来できる

ホテル
（6,000㎡）

店舗
（500㎡）

出入口幅
○90cm以上

出入口幅
○90cm以上

店
舗
専
用
E
V

ホ
テ
ル
専
用
E
V

参考図 ○ 指定施設整備基準 ♥ 望ましい整備
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図8-１　エレベーターまわりの整備例（平面）

かごの寸法（奥行き）

かごの寸法は車いす使用者が車いすに乗った状態で他の者が

乗降可能な大きさを確保する必要がある。

高齢者、障害者等が円滑に利用できるかごの寸法としては、車

いす使用者がかご内で方向を変え、前進で降りることができ

る寸法が望ましい。

・

♥ 

整備基準　8-(1)-ウ
かごの寸法（幅）

2,000㎡以上の建築物においては、車いす使用者が円滑に利

用できるように、かごの内寸法は奥行き135ｃｍ×幅140ｃｍ

以上とする。

かごの内法寸法は、奥行き135cm×幅160cm以上とする

ことが望ましい。

・

♥ 

整備基準　8-(1)-ク-(ｱ)、(ｲ)

乗降ロビーの空間

エレベーターの乗降ロビーには車いす使用者の待機、車いす使

用者の回転に支障がないように150ｃｍ×150ｃｍ以上の水平

な空間を設けることが必要である。

制御装置の前には、視覚障害者誘導用ブロック等の敷設が望

ましい。

・

♥ 

整備基準　8-(1)-エ

車いす使用者が通過できる最小寸法として、出入口の有効幅員

は80cm以上必要である。

・ ・

出入口の有効幅員
整備基準　８-(１)-イ

常時、相互に行き来できる区画の床面積が5,000㎡を超える

場合、その区画内にあるエレベーターの出入口の有効幅員は

90cm以上必要である。

○150cm以上

○150cm以上

○有効幅員80cm以上
○有効幅員90cm以上
（5,000㎡を超える建築物）

○135cm以上

制御装置
○点字、文字等の浮き彫りなど

○点字、文字等の浮き彫りなど

♥160cm以上
○140cm以上
（2,000㎡以上の
 建築物）

○車いす使用者対応制御装置 ( 両側 )○手すり（両側）

○車いす使用者対応制御装置♥視覚障害者誘導用ブロック

♥30cm

○鏡

○車いす使用者対応制御装置（両側）
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75～85cm

○車いす使用
　者対応制御
　装置（両側）

○点字、文字等の
　浮き彫りなど

○停止予定階及び
　現在位置の表示

♥窓

100cm程度

○手すり
　（両側）

♥50cm程度

かご内にかごを停止する予定の階及びかごの現在位置を表示

する装置を設ける必要がある。

表示装置の構造
整備基準　8-(1)-カ

かご内の構造　

かご内には、着床状態及び乗降ロビー側の戸の開閉状態を確

認できるために、鏡を設ける必要がある。

鏡は、戸の開閉状態等を確認できれば、凸面鏡でもよい。

・

整備基準　8-(1)-シ

かご内の手すりの構造　

♥ 
両側面の壁に設け、握りやすい形状にする。

手すりは、正面壁にも設けることが望ましい。

・

整備基準　8-(1)-ス

○車いす使用
　者対応制御
　装置（両側）
○手すり
　（両側）

♥車いすあたり
　35cm以上

○鏡

180cm

40～50cm

○手すり
　（両側）

○車いす使用者対応
　制御装置（両側）

・

・

○音声による
　アナウンス装置

かご内の音声案内　

かご内に、かごが到着する階及びかごの出入口の戸の開閉を音

声（「ドアが開きます」、「ドアが閉まります」等）により知らせ

るアナウンス装置を設ける必要がある。

かご内または乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を音声に

より知らせるアナウンス装置を設ける必要がある。

エレベーターの交換、改修時にも音声案内の対応を行うことが

望ましい。

・

整備基準　8-(1)-ケ、サ

・

♥ 
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参考図 ○ 指定施設整備基準　　♥ 望ましい整備

制御装置の構造

かご内で転回しにくい車いす使用者の操作を考慮し、かご中央

あたりの左右の壁に車いす使用者対応の制御装置を設ける。

・

整備基準　8-(1)-オ

図8-２　エレベーターかご内の整備例（断面）
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参考図 ○ 指定施設整備基準 ♥ 望ましい整備
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図8-３　制御装置の例

8

４

階数ボタン

♥昇降方向表示
○現在位置表示

インターホン

階数ボタン

開閉ボタン

インターホンボタン
○点字、文字等
の浮き彫りなど

階数ボタン

点字表示
○点字、文字等
　の浮き彫りなど

聴 覚
障 害 者の声

緊急時や定員オーバー時に聴覚障
害者が対応できるよう文字で情報提
供を行う表示装置がほしいです。

視覚的な情報設備の配置

制御装置のボタンは、点字表示や文字等の浮き彫りなど、視覚

障害者が円滑に操作できる構造とする必要がある。

階数ボタンが２列になる場合は、千鳥配列にするのが望まし

い。

聴覚障害者のための情報伝達手段として、視覚による双方向モ

ニター等を設置することが望ましい。

エレベーターの交換、改修時にも点字案内の対応を行うことが

望ましい。

♥ 

♥ 

・

開閉ボタン

縦型制御装置

○点字、文字等
の浮き彫りなど ○停止予定

階表示

○点字、文字等
の浮き彫りなど

停止予定階表示

♥ 
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エ
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等
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参考図 ○ 指定施設整備基準 ♥ 望ましい整備
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図8-４　乗降ロビーの整備例

図8-4　エレベーターかご内の整備例

制御装置
○点字、文字等の浮き
彫りなど

○到着するかごの昇降
方向を表示する装置
  （文字やホールラン
プなど）

○車いす使用者対応
制御装置

100cm程度

♥車いすあたり
35cm程度

♥50cm程度

♥窓

非常時の安全確保のため、乗降ロビーに面するかごの戸にはガ

ラス窓などを設置することが望ましい。

ロビーの周辺には、壁面や戸枠を守るために設ける車いすあた

りを設け、床面から35㎝程度の高さとすることが望ましい。

乗降ロビーの構造
整備基準　8-(1)-エ、8-(1)-オ、8-(1)-キ、8-(1)-コ、8-(1)-サ

♥ 

♥ 

中の様子が分かるよう、エレベーターの
扉はガラス張りにしてほしいです。
防犯対策にも有効ではないでしょうか。

聴 覚 障 害 者 の声

乗降に時間がかかるので、エレベーターの扉
の開閉時間を長くしてほしいです。
基準が適用される規模や用途でなくても、車
いす使用者が利用できないことのないよう、
かごや乗降ロビーについては基準の寸法を
確保してほしいです。

車 い
す 使 用 者 の 声

視 覚 障 害 者 の 声

エレベーターの音声装置は
とても便利です。

車いす標識
○車いす使用者が
円滑に利用でき
る旨の表示
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コ ラ ム
エレベーター利用のマナー

エレベーターは、特に車いす使用者やベビーカー使用者など、階段を利用できない人にとっては上下移動に欠かせ
ません。しかも、車いすやベビーカーは空間占有面積が大きいので、エレベーターが混雑していると乗ることができ
ません。このため、一般の利用者は、エレベーター利用のマナーを守りましょう。

①車いす使用者やベビーカー使用者に優先的に利用してもらいましょう。
エレベーターホールは、車いす使用者やベビーカー使用者が優先的に利用できるように順番をゆずりましょう。

②混んでいる時は、降りてスペースをあけましょう。
エレベーターが混んでいると、途中の階で待っている車いす使用者等は、いつまで待っても乗れません。
乗っている人は一度降りてスペースをあけましょう。





























テキストボックス
直径180cm以上の円が内接できるスペー
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車いす使用者［自立］

多様な利用者の行動フローと主な配慮ポイント

便器に移乗する前に手荷物をフック
に掛けます。

動作の妨げにならない位置に荷物
を掛けられるフックを設置することが
望ましい。

便器の前方と側方に車いすがアプ
ローチできる十分な空間を確保する。

車いすを便器側方または斜め前方､または前方につけ､
車いすや手すりを持って車いすから便座に移乗します。

便器に座ったまま手（指）洗いをします。

座位姿勢で手洗いが必要な方や、
座った状態でないと手洗いができな
い方もいます。
便器横に手洗器を設置することが
望ましい。

ラクな姿勢でしっかり手を洗います。

洗面器に十分アプローチできるよう
にする。

斜め前方アプローチ（立位移乗の場合）

直角アプローチ（座位移乗の場合）

便器の側方に車いすがアプローチ
できる十分な空間を確保する。

側方アプローチ（座位移乗の場合）

便器の前方に車いすがアプローチ
できる十分な空間を確保する。

正面アプローチ（立位移乗の場合）

便器の側方に車いすがアプローチ
できる十分な空間を確保する。
壁側手すりは前出の大きいものを選
び移乗時に頭が壁と接触しないよう
に手すりと壁との空間を確保する。

自立の車いす使用者の身体状況はさまざまであるため、便器
へのアプローチは多様な方法があります。多様なアプローチ
方法に対応できるように便器まわりに十分スペースを確保し、
便器オープン側は可動式手すりを設置します。

便器の側方に便器と車いすが接す
るように車いすをつけ、車いすや手すり
を持って（もしくは便座に手をついて）
腰をスライドさせて車いすから便器に
移乗します。

便器に対してほぼ直角にアプローチし、
便器と車いすが接するように車いす
をつけ、車いすや手すりを持って腰を
スライドさせて車いすから便器に移
乗します。

便器に対して斜め前方からアプロー
チし、手すりを使っていったん立ち上
がり、便器に移乗します。

便器の正面に車いすをつけ、手すり
を使って便器に移乗します。POINT

POINT

POINT

POINT

POINT

POINT

POINT

※ここで紹介している各行為は、あくまでも一例であり、身体状況・性別などにより個人差があります。

手（指）を洗う

ドアを開ける

トイレに入る

ドアを閉めかぎを掛ける

便器に近づく

荷物をフックに掛ける

立ち上がり脱衣

立位移乗の場合座位移乗の場合

脱衣

着衣

便座に座る

便座に座る

手すりを持ち体を安定させる

後始末をする

便器を洗浄する

車いすに移乗する

手を洗う

手を乾かす

ドアを開ける

トイレから出る

ドアを閉める

手（指）などが
汚れた場合
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コ ラ ム

参考図

トイレのマナー

トイレは、車いす使用者、オストメイト、乳幼児向けなど、様々な高齢者、障害者等が利用しやすいよう多様な機

能が必要とされており、それらが１つのトイレに整備される場合もあります。

　車いす使用者用のトイレや多機能のトイレは、誰が使用しても良いのですが、他のトイレを使えない人が優先的に

利用できるよう配慮が必要です。「一般トイレを利用できる方は、多機能トイレを長時間使用することは控えましょう。」

など、貼り紙等の掲示による啓発も有効です。

　次に使用する人が気持ち良く使えるよう、きれいに使用することは基本ですが、次に使用する人が高齢者、障害者

等でも利用しやすいよう以下の点に注意しましょう。

①折りたたみ式の乳幼児用おむつ交換台や大きめのシートは元に戻しましょう。
車いす使用者が使いやすいよう空間を確保しておきましょう。

②腰掛便器の便座は元に戻しましょう。
便座をあげた場合は、手の不自由な方などのために元に戻しておきましょう。

③可動手すりを元に戻しましょう。
車いす使用者が使いやすいよう可動手すりをすぐ使用できる位置に戻しておきましょう。

④紙巻器
ペーパーが切れた場合は、手の不自由な方などのために補充しておきましょう。

⑤短時間利用
待っている人がいるかもしれません。なるべく短時間利用を心がけましょう。

収納時使用後は元に戻す 大きめのシート使用時

様々な機能が盛り込まれた多機能トイレに、
多くの人が利用するようになって、車いすを
使用する方が待たされるようになったとの声
があります。機能を分散させることや、他の便
所を使用できる人に対し配慮を求める掲示
も有効です。

全
て

の人
が使
いやす

い施設にするために

（なお、便座や可動手すりも、すぐ
使えるよう元の位置に戻します。）

９

便
所
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1.汚物流し使用の場合

ドアを開ける

トイレに入る

ドアを閉めかぎを掛ける

脱衣

汚物流しに近づく

排せつ物を捨てる

ストーマ装具を外す

新しいストーマ装具に取り替える

ストーマ周辺をきれいにする

使用済ストーマ装具を捨てる前に洗う

後始末する

手を洗う

汚物流しを洗浄する

着衣

ドアを開ける

トイレから出る

ドアを閉める

多様な利用者の行動フローと主な配慮ポイント

ストーマ装具（パウチ）にたまった排
せつ物を汚物流しに捨てる。

ストーマ装具（パウチ）内の排せつ物
を捨てやすい大きさ・形状・高さの
汚物流しが必要。

（ストーマ装具（パウチ）を交換する場合）
使用済みのストーマ装具（パウチ）を
捨てる前に洗う。 

ストーマ装具（パウチ）を洗いやすい
水栓が必要。

2.腰掛便器（パウチ・しびん洗浄水栓付）使用の場合

オストメイト（人工肛門・人工ぼうこう保有者）

※ここで紹介している各行為は、あくまでも一例であり、身体状況・性別などにより個人差があります。

ストーマ装具を外す

使用済ストーマ装具を洗浄し、捨てる

新しいストーマ装具に取り替える

オストメイトの排せつ処理は汚物流しや一般便器で
行います。ストーマ装具から便が漏れるなどのトラブル
の際にはシャワー付きの汚物流しが便利です。

便座を上げた状態で、パウチ・しびん
洗浄水栓を使って使用済みのストー
マ装具（パウチ）を捨てる前に洗う。

〈使用時〉 〈収納時〉

パウチ・しびん洗浄水栓

ストーマ装具を
新しいものに
交換する場合

【ご注意】当社の「パウチ・しびん洗浄水栓」は、腹部の洗浄はできません。

ドアを開ける

トイレに入る

ドアを閉めかぎを掛ける

便器に近づく

脱衣

後始末する

手を洗う

便器を洗浄する

着衣

ドアを開ける

トイレから出る

ドアを閉める

排せつ物を捨てる

ストーマ装具を
新しいものに
交換する場合

POINT

POINT
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1.汚物流し使用の場合

ドアを開ける

トイレに入る

ドアを閉めかぎを掛ける

脱衣

汚物流しに近づく

排せつ物を捨てる

ストーマ装具を外す

新しいストーマ装具に取り替える

ストーマ周辺をきれいにする

使用済ストーマ装具を捨てる前に洗う

後始末する

手を洗う

汚物流しを洗浄する

着衣

ドアを開ける

トイレから出る

ドアを閉める

多様な利用者の行動フローと主な配慮ポイント

ストーマ装具（パウチ）にたまった排
せつ物を汚物流しに捨てる。

ストーマ装具（パウチ）内の排せつ物
を捨てやすい大きさ・形状・高さの
汚物流しが必要。

（ストーマ装具（パウチ）を交換する場合）
使用済みのストーマ装具（パウチ）を
捨てる前に洗う。 

ストーマ装具（パウチ）を洗いやすい
水栓が必要。

2.腰掛便器（パウチ・しびん洗浄水栓付）使用の場合

オストメイト（人工肛門・人工ぼうこう保有者）

※ここで紹介している各行為は、あくまでも一例であり、身体状況・性別などにより個人差があります。

ストーマ装具を外す

使用済ストーマ装具を洗浄し、捨てる

新しいストーマ装具に取り替える

オストメイトの排せつ処理は汚物流しや一般便器で
行います。ストーマ装具から便が漏れるなどのトラブル
の際にはシャワー付きの汚物流しが便利です。

便座を上げた状態で、パウチ・しびん
洗浄水栓を使って使用済みのストー
マ装具（パウチ）を捨てる前に洗う。

〈使用時〉 〈収納時〉

パウチ・しびん洗浄水栓

ストーマ装具を
新しいものに
交換する場合

【ご注意】当社の「パウチ・しびん洗浄水栓」は、腹部の洗浄はできません。
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1.汚物流し使用の場合

ドアを開ける

トイレに入る

ドアを閉めかぎを掛ける

脱衣

汚物流しに近づく

排せつ物を捨てる

ストーマ装具を外す

新しいストーマ装具に取り替える

ストーマ周辺をきれいにする

使用済ストーマ装具を捨てる前に洗う

後始末する

手を洗う

汚物流しを洗浄する

着衣

ドアを開ける

トイレから出る

ドアを閉める

多様な利用者の行動フローと主な配慮ポイント

ストーマ装具（パウチ）にたまった排
せつ物を汚物流しに捨てる。

ストーマ装具（パウチ）内の排せつ物
を捨てやすい大きさ・形状・高さの
汚物流しが必要。

（ストーマ装具（パウチ）を交換する場合）
使用済みのストーマ装具（パウチ）を
捨てる前に洗う。 

ストーマ装具（パウチ）を洗いやすい
水栓が必要。

2.腰掛便器（パウチ・しびん洗浄水栓付）使用の場合

オストメイト（人工肛門・人工ぼうこう保有者）

※ここで紹介している各行為は、あくまでも一例であり、身体状況・性別などにより個人差があります。

ストーマ装具を外す

使用済ストーマ装具を洗浄し、捨てる

新しいストーマ装具に取り替える

オストメイトの排せつ処理は汚物流しや一般便器で
行います。ストーマ装具から便が漏れるなどのトラブル
の際にはシャワー付きの汚物流しが便利です。

便座を上げた状態で、パウチ・しびん
洗浄水栓を使って使用済みのストー
マ装具（パウチ）を捨てる前に洗う。

〈使用時〉 〈収納時〉

パウチ・しびん洗浄水栓

ストーマ装具を
新しいものに
交換する場合

【ご注意】当社の「パウチ・しびん洗浄水栓」は、腹部の洗浄はできません。
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参考図 ○ 指定施設整備基準　　♥ 望ましい整備

121

図11-１　車いす使用者用客室の例

ＴＶ

♥音声案内、振動装置等の
　設置又は貸し出し

♥面取り

床に固定しないテーブル

♥文字放送などが受信
   できる TVの設置

有効幅員
◯80㎝以上
（♥90㎝以上）

車いす使用者用便房兼浴室

○水栓器具（オストメイト用）

○150㎝ ♥150㎝ ♥
45
㎝

　
程
度

車いす使用者が円滑に移動し、回転できる十分な空間とは、室

内で車いすが切り返しをせずに回転できる空間が基本となり、

室内の設備と干渉しないよう、直径150cm以上の円が必要で

ある。

車いす使用者が回転できる空間
整備基準　11-(2)-ウ

車いす使用者用客室の設置数及び設置場所

車いす使用者用客室は、移動の困難さを考慮してエレベーター

に近接した位置が望ましい。

客室が200以下の場合は客室総数の2パーセント以上、客室が

201以上の場合は1パーセント＋2以上の車いす使用者用客室

を設けることが望ましい。

客室のバリアフリー化に伴って駐車施設の設置数も検討するこ

とが望ましい。

整備基準　11-(1)

♥ 

♥ 

♥ 

♥上端高さ70～75㎝程度
♥下端高さ60～65㎝程度
♥奥行45㎝程度

客室の出入口
整備基準　４-(1)、４-(3)、４-(4)

⇒「４ 出入口」を参照

高齢者や視覚障害者等に配慮し、解錠・施錠が音等で分かる

工夫をすることが望ましい。

有効幅員は、車いす使用者が出入口を通過しやすい幅である

90ｃm以上とすることが望ましい。

♥ 

♥ 

○150㎝

♥120㎝程度

ＴＶ

○車いすが回転できる空間
　（直径150㎝以上）を
　客室内に確保

○車いすが回転できる空間
　（直径150㎝以上）を
　客室内に確保

♥文字放送などが
　受信できるTV
　の設置

有効幅員
◯80㎝以上
（♥90㎝以上）

有効幅員
◯80㎝以上
（♥90㎝以上）

○ハンガー掛け

○水栓器具（オストメイト用）

○150㎝

♥150㎝

♥アイスコープは床から100～

120㎝のものも設置する。

♥鍵は操作がしやすい高さに設ける
こと
♥戸の取っ手側の壁面又は出入口の
戸に室名（部屋番号）を表示する。
♥室名表示は文字の浮き彫り等とす
る。

○収納棚

○150㎝

○収納棚

有効幅員
◯80㎝以上
（♥90㎝以上）

♥音声案内、振動装置等の
　設置又は貸し出し

車いす使用者用便房兼浴室

♥面取り

テレビの設置

聴覚障害者に配慮し、文字放送や字幕放送受信可能なテレビ

を設置することが望ましい。

♥ 

○ハンガー
掛け

・

♥
45
㎝

　
程
度
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参考図

図11-２　客室内の便所及び浴室

○ 指定施設整備基準 ♥ 望ましい整備

便器の洗浄ボタンは、簡単に操作できるよう、便器に座った状
態で手の届く位置に設け、弱い力でも操作できる形状とする必
要がある。
（例）洗浄ボタン式、光感知式、くつべら式押しボタン等
視覚障害者に配慮し、光感知式の場合は洗浄ボタン式を併設
することが望ましい。
ボタンには点字や浮き彫り文字、触覚記号等による表示を行
うことが望ましい。

整備基準　11-(2)-ア-(ｱ)
便器の洗浄ボタン

・

整備基準　11-(2)-ア-(ｱ)
腰掛便座の高さ

紙巻器は便座から手の届く位置に設けること。

紙巻器
整備基準　11-(2)-ア-(ｱ)

・

JIS 規格

腰掛便座の座面の高さは車いすの座面の高さとすること。

温水洗浄便座が望ましい。

・
♥ 

♥ 

♥ 

各設備は、日本産業規格（JIS S 0026 高齢者・障害者配慮

設計指針）のとおりとすることが望ましい。

・紙巻器（ペーパーホルダー）の真上に洗浄ボタンを配置
・非常用呼出しボタンは、洗浄ボタンより便器から見て手前に配
置

・操作部のボタンの色やボタンと周辺色とのコントラストに配
慮

洗浄ボタンの形状は丸形（○）とする。非常用呼出しボタンの

形状は洗浄ボタンと区別しやすい形状（四角形（□）又は三角

形（△））とする。

♥ 

♥ 

浴槽の構造
整備基準　11-(2)-イ-(ｴ)

浴槽の縁の高さは車いすの座面の高さ（40～45cm）と同程度

とすることが望ましい。

介助者が浴槽の脇に回り込むことができるように、移乗台を可

動式にすることが望ましい。

立ち上がりの動作に考慮し、移乗台の下部に空間を設けること

が望ましい。

♥ 

♥ 

♥ 

整備基準　11-(2)-ア-(ｱ)
洗面器の水栓

洗面器の水栓は、弱い力でも簡単に操作できる形状とする必要
がある。
(例) レバー式・光感知式等

・

整備基準　11-(2)-ア、イ
客室内の便所及び浴室

戸の前後に高低差を設けないこと。
車いす使用者が円滑に利用できる十分な空間とは、便房内及
び浴室内で車いすが切り返しをせずに回転できる空間が基本
となり、便房内及び浴室内の設備等と干渉しないよう、直径
150cm 以上の円が必要である。
複数の車いす使用者用客室を設ける場合には、便器や浴槽の
レイアウトに右移乗・左移乗のバリエーションを準備すること
が望ましい。
浴室及び便所の出入口の有効幅員は、車いす使用者が出入口
を通過しやすい幅である90cm 以上とすることが望ましい。
便房の戸は、聴覚障害者の利用に配慮し、ドアノックを感知し、
発光するドアノックセンサーや屋内信号装置等を便房内に設置
することが望ましい。

・

♥ 

・

♥ 

♥ 

有効幅員
◯80㎝以上
（♥90㎝以上）

○150㎝以上

○腰掛便座
○便座の中心から両側手すりが同距離

○非常用呼び出し
ボタン2箇所

○洗浄ボタン

○紙巻器

洗面器
○円滑に操作できる水栓
○下端の高さ65cm以上
70cm以下

鏡
○床面から90cm以下
の位置から設ける。
○上方へ垂直に80cm
以上の長さで設ける。

○戸の前後に高低差を設けない。

○シャワー
容易に温度調節
できる水栓（レバー式）

○移乗するための空間
♥可動式移乗台

○手すり

○車いすが回転できる空間（直径150cm以上）
を便房及び浴室内に確保

◯70㎝以上
75㎝以下

◯25㎝程度

○水栓器具
（オストメイト用）
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参考図

図11-３　ベッドの高さ、間隔の整備例

図11-４　スイッチ、コンセントの高さの整備例

○ 指定施設整備基準 ♥ 望ましい整備

ベッド周り

ベッドの高さは、車いすの座面の高さに合わせ、40～50cm程度とする。

ヘッドボードの高さは、マットレス上面より30cm以上とし、形状はベッド上で寄りか

かりやすいものとすることが望ましい。

客室には介助者用のベッドを必要に応じて確保することが望ましい。

車いす使用者に配慮し、客室内のレイアウト変更が可能となるよう、ベッドを床に固定

することは避けることが望ましい。

整備基準　11-(2)-エ-(ｱ)

・

・

♥

♥

♥ 

♥側壁面から
　　　空き40㎝以上

40㎝以上
70～80㎝

105㎝程度

110㎝以下

ベッド周辺
80㎝程度

カードリーダー

スイッチ・押しボタン

電話・アンテナ

コンセント

引張りスイッチ

インターホン

コンセント、スイッチ等
整備基準　11-(2)-カ

コンセント、スイッチ等は床面から40～110㎝の範囲内に納め、立位使用者も考慮した

高さとする。

電動車いすのバッテリー充電のため、客室内の利用しやすい位置にコンセントを設ける

ことが望ましい。

♥

♥120㎝程度

○40～50㎝程度

○フットサポートが
下部に入る高さ

♥30㎝以上
♥10㎝

ベッドサイド
キャビネット
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図11-５　収納棚、ハンガー掛け、屋内信号装置の整備例

参考図 ○ 指定施設整備基準 ♥ 望ましい整備

聴覚障害のある方からは、
　・客室とフロントとのやり取りは電話が多いので、メール等視覚表示
　によりやり取りできると良い。
　・ホテルの利用案内映像には字幕を入れてほしい。
などの声があります。
緊急時にどのようにやり取りするのかを考える必要もあります。振動等
によって緊急事態を知らせる方法もあります。様々な工夫により、利用
する人にとって安全で快適な環境づくりが求められています。

全

ての
人が
使い
やす
い施設

にするために

収納棚、ハンガー掛け

収納棚の形状は、車いす使用者が容易に接近できるものが望

ましい。

収納棚に戸を設ける場合、取っ手は高齢者や障害者が使いや

すいものが望ましい。

整備基準　11-(2)-オ

♥ 

♥ 

電話、ポータブル屋内信号装置

電話は、ベッドから手の届く位置に設置することが望ましい。

来客、電話やファクスの着信、起床時間などを、光（ストロボ）

又は振動で知らせるポータブル屋内信号装置を用意する等、聴

覚障害者に情報を伝達する設備があることが望ましい。

♥ 
♥ 

♥棚の高さの下端
床から30㎝程度

◯ハンガー掛け

ポータブル屋内信号装置

電話

○スイッチは、ベッド周りの
手の届く範囲に設けること。

◯
12
0
㎝
程
度

◯収納棚

◯奥行60cm程度

◯棚の高さの上端
床から120㎝程度
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参考図 ○ 指定施設整備基準 ♥ 望ましい整備

出典：日本産業規格

▲･･･JIS 規格の改正に伴い、
　　  図を変更したもの
△･･･JIS 規格の改正に伴い、
　　  図を追加したもの
※･･･この図記号を使用する場合
　　  には、少なくとも授乳及び
　　  おむつ替えができる設備が
　　  備わっているものとする。
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図13-１　標識（ピクトグラム）の例

国際シンボルマーク

　国際シンボルマークは、障害をもつ人々が利用できる建築物、施設であることを示す世界共通のマークとして、国

際リハビリテーション協会が定めたものです。国際リハビリテーション協会では、マークが使用できる施設として以

下の条件を定めています。

○ 建築物へのアプローチに支障がないこと

○ 円滑に利用できる施設の入口であること

○ 施設が利用できること

　横浜市福祉のまちづくり条例、同施行規則では、これらの趣旨を踏まえ、高齢者、

障害者等が利用できる施設について一定の基準（規則別表第 11）を定め、これら

の施設を示す表示板に国際シンボルマークを採用しました。高齢者、障害者等の施

設の利用を促進するため、これらの施設への表示板の掲示を定めていますので、積

極的な整備をお願いします。

階段 障害のある人が使える設備エスカレーターエレベーターお手洗

１．日本産業規格（JIS Z 8210）の標識（ピクトグラム）

ベビーケアルーム※案内所浴室 オストメイト用設備
／オストメイト

おむつ交換台▲ベビーチェア 
（乳幼児用椅子）▲

駐車場

介助用ベッド ▲ 授乳室（女性用） △ 授乳室（男女共用） △ ベビーカー

国際シンボルマーク
について

コ ラ ム
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参考図 ○ 指定施設整備基準　　♥ 望ましい整備

○十分なスペース
150cm

♥高さ 200cm程度
♥下端50cm程度

○案内板
（点字・文字等の
浮き彫りなど）

♥30cm

133

図14-１　案内設備の設置例

整備基準　14-(1)-エ

照明装置を設ける場合は、夜間の判読性を高めるため、照明

を近接して設けること。この際、反射による判読性の低下に

注意する。

案内板の照明

・

整備基準　14-(1)-イ、ウ、オ

案内板の前面には、車いす使用者の回転に支障がないように

水平な空間を設けることが必要である。（直径150cm以上の

円）

通路等に設置する場合は、通路の幅員に配慮し、視覚障害者

の通行の支障とならないように設置することが望ましい。

案内板表示面の高さは、平均的視点の高さと仰角から、床面よ

り50～200cm程度の範囲とすることが望ましい。この基準は

利用者が板面から100cm程度の距離から見ることを想定して

いる。

案内板の配置

・

♥ 

♥ 

車 い
す 使 用 者 の 声

案内図には、車いす使用者が
利用可能なルート(移動等円
滑化経路)が示されていると
移動しやすいです。

整備基準　14-(1)、(2)、(3)

移動等円滑化措置のとられたエレベーターや便所、駐車施設

の配置の位置を表示した案内板（点字付き等）、インターホン

のような音声による誘導案内設備又は案内所（フロント）を設

けること。

インターホン（「ご用の方はこのボタンを押してください」とい

う旨の文字及び点字表記付き）を設置し、当該施設の人と連絡

をとることができる場合は、当該インターホンを案内設備と扱う。

インターホンの正面に車いす使用者が近づけるようにすること。

インターホンを案内設備とする場合、聴覚障害者に配慮し、モ

ニター付きインターホンとすることが望ましい。

案内設備

・

・

♥ 
・

14
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参考図 ○ 指定施設整備基準 ♥ 望ましい整備

車いす使用者用
駐車施設

車いす
使用者
用便房

授乳室
おむつ
交換
場所

現在地

凡例

ＥＶ

ご　案　内

便所（オ
ストメイ
ト用）

133-1

図

図14-2　案内板の記載例

♥ 

整備基準　14-(1)
案内板の表記

♥ 

文字の書体は太ゴシック系等、大きくてわかりやすいものとする

こと。

記号や図は知的障害者、子ども、外国人等にもわかりやすいデ

ザインとすることが望ましい。

漢字表記については、必要に応じひらがなを併記することが望ま

しい。

案内板には、車いす使用者用客席等、高齢者、障害者等の利用

に配慮した設備についても、表示を行うことが望ましい。

視覚障害者への誘導対応を点字、文字等の浮き彫りで対応す

る場合、図上の文字には点字を併記し、線は浮き彫りで表現す

ること。

必要に応じて現在地からエレベーター、車いす使用者用便房、

車いす使用者用駐車施設までの経路を示す線を浮き彫りで記

載することが望ましい。

・

♥ 

♥ 

・

※図上の文字には点字を並記し、線は浮き彫りとする。

よこはま新港合同庁舎

※本施設では案内設備として、案内板とインターホンを併用しています。

14
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「案内板」がある場合「案内所」がある場合

○受付 ( 案内所 )
カウンター

( 屋内 )

( 屋外 )

車道（道等）

参考図 ○ 指定施設整備基準 ♥ 望ましい整備

図15-1　案内設備までの経路について

案内板がある場合は、歩道上から案内板までの経路上に視覚

障害者誘導用ブロックを敷設する必要がある。

案内板から建築物までの経路は、視覚障害者誘導用ブロック

は不要。

案内板の点字・文字等の浮き彫りの正面に向かって、視覚障害

者誘導用ブロックを敷設すること。

・

・

案内板がある場合
整備基準　15

案内所がある場合は、歩道上から案内所までの経路上に、視

覚障害者誘導用ブロックを敷設する必要がある。

案内所がある場合
整備基準　15
・

視覚障害者誘導用ブロック
整備基準　15-(1)

・

・

案内設備までの経路には、点状ブロックと線状ブロックを適切

に敷設する必要がある。

点状ブロックは、危険の可能性を予告するため、傾斜路や階段

･段の付近に敷設するほか、歩行方向の変更の必要性を予告す

る必要がある箇所にも必要となる。

線状ブロックの線状の突起を、視覚障害者を誘導する方向と平

行に敷設する必要がある。

U  P

・

⇒「21 視覚障害者誘導用ブロック」を参照

⇒「16 情報伝達設備（視覚障害者の安全かつ円滑な
　利用に必要な設備）」を参照

♥30cm

♥30cm

♥30cm

♥30cm

♥30cm

♥30cm

♥30cm

♥60cm

♥60cm

○点状ブロック

○点状ブロック
○視覚障害者誘導用
ブロック

道路境界線

○点状ブロック

○点状ブロック○案内板
　（点字付き）

( 屋内 )

( 屋外 )

歩道

♥30cm

○視覚障害者誘導用
ブロック

道路境界線

・

134-1

♥60cm

U  P

♥30cm

♥30cm
♥60cm
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♥30cm

屋内

■引き戸まわりの敷設例1 ■引き戸まわりの敷設例2 ■開き戸まわりの敷設例

屋外

屋内

屋外

マットスイッチ

♥30cm

屋内

屋外

♥30cm

■風除室の敷設

屋内屋外

風除室

《案内所》

♥30cm

♥30cm

♥30cm

案内所《エレベーター》
♥30cm

○乗り場ボタン
　（点字表示）

参考図 ○ 指定施設整備基準 ♥ 望ましい整備

図１５-２　案内設備までの経路（出入口）

歩道上に視覚障害者誘導用ブロックが敷設されている場合

は、必要に応じて歩道上のブロックと連続させること。

風除室内も視覚障害者誘導用ブロックを連続して敷設するこ

と。

風除室は中で進行方向を変えないことが望ましい。

段の上端及び下端に近接する部分にあっては、踏み越すおそれ

のないように点状ブロックを敷設する（60cm程度）ことが望

ましい。

視覚障害者誘導用ブロックの敷設の留意点
整備基準　15-(1)

・ 視覚障害者誘導用ブロックを通路等に連続して敷設する場合

は、その通路の中央部に敷設し、かつ壁面に近づきすぎず、視

覚障害者の通行の支障とならない距離を確保することが望ま

しい。

点状ブロックは、段の上端から30cm離して設置することが望ま

しい。

必要に応じ、廊下に便所の出入口の位置を示す視覚障害者誘

導用ブロック、又は同等の効果のある床材を敷設することが望

ましい。

♥ 

♥ 

図１５-３　案内設備までの経路（エレベーター、案内所）

♥ 

♥ 

・

屋内 屋外

♥ 
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5.診療所（患者の収容施設があるものに限る。）／6.診療所（患者の収容施設がないも
のに限る。）／8.薬局／11.博物館、美術館又は図書館／13.集会場（一の集会室の床面
積が200㎡を超えるものに限る。）又は公会堂／15.銀行その他これに類するサービス
業を営む店舗（銀行を除く。）／19.百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
（薬局を除く。）／22.劇場、観覧場、映画館又は演芸場

1,000㎡未満の
指定施設

16.理髪店その他これに類するサービス業を営む店舗／20.飲食店／21.クリーニング
取次店、質屋、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗／23.遊技場／
25.公衆浴場／26.体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設／27.
ホテル又は旅館／29.展示場

全ての指定施設

「参照」《対象用途と対象規模　「歩道上」を「道等」と読み替える施設》

対象規模対象用途

別表第５　備考３
以下に掲げる施設については、15の項中「歩道上」とあるのは、「道等」とする。

134-4

図15-４　案内設備までの経路の整備例

◯視覚障害者誘導用
ブロック
　（傾斜路と段を併設
する場合は、段に
誘導する。）

段

踊場

U P

U
 P

U
 P

至 案内所

◯点状ブロック
（傾斜路の上下端に敷設しない場合は、
傾斜部分に線状ブロックを敷設すること）

U
 P

至 案内所

◯点状ブロック
（踊場の手すりが連続している
場合は敷設不要）

◯視覚障害者誘導用
ブロック

U
 P

15(1) その他の方法により視覚障害者を誘導する設備の例
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・文字の大きさは、できるだけ12ポイ ント以上とすることを心がけましょう。

・より読みやすくするには、14ポイント以上が効果的です（A4判の場合）。

 ①文字の大きさ：できるだけ12ポイント以上にしましょう。

・ゴシック体は太さが均一なので読みやすくなります。

・ただし、小説や論文などで長い文章が続く場合は、明朝体の方が読みやすくなります。

・12ポイント以下の文字を太字にすると、文字がつぶれて読めない場合があります。

・影付きや網掛け文字等、多数の字体を使用しすぎると、見づらくなる場合があります。 

②文字の字体：見やすい字体はゴシック体です。

・「事実」や「伝えたいこと」を明確にしましょう。

・ただし、正確にしようとするほど、難しい用語を使ったり文章が長くなるので注意しましょう。

・読者の視点に立って表現しましょう。読者が絞られる場合は、読者に合った内容にしましょう。

・読みにくい漢字や難しい言葉には、ふりがなや注釈をつけるといった工夫をしましょう。

・箇条書きにして、すっきりさせましょう。番号や矢印をつけると読む順番がわかりやすくなります。

・強調したい文字には下線を引いたり、太文字にするなど目立つ工夫をしましょう。

・表、グラフ、写真などを効果的に使いましょう。その際には、何を表すものかわかるようにしましょう。

④読みやすい表現方法：文章は正確に、わかりやすく表現しましょう。

・字間を詰めすぎないようにしましょう。また、漢字が多いと字間、行間が狭く見えます。

・情報を詰め込みすぎないようにしましょう。いかに情報を整理するかがポイントとなります。 

③文字の字間・行間・余白：適度な空間、空白をとりましょう。

色を上手に使うと、情報をよりわかりやすく伝えることができるなど、様々な効果があります。

⑤色使いの工夫：情報がきちんと伝わる色使いをしましょう。

135

横浜市HP バリアフリーの取組 より

＜色の効果＞

・目につきやすく、注意をひきやすくなります。親しみやすい印象になります。

・イメージを伝えやすくなります。文字だけでは表現しにくい部分を表現できます。メリハリがつき、重要なとこ

　ろが強調されます。

＜色覚バリアフリーな色の選び方＞

・色弱者など色を識別しにくい人にも間違えにくい色を使いましょう。

・赤は濃い赤や暗い赤を使わず、赤橙やオレンジを使いましょう。

・緑は赤や茶色と間違えやすいため、青味が強い緑を使いましょう。

・明るい緑と黄色が一緒に見えてしまうため、黄色、黄緑、明るい緑はなるべく同時に使わないようにしましょう。

・面積が広いほど色の違いが分かりやすくなるので、太い字を使いましょう。

同時に使わない

黄色 黄緑 明るい
緑

濃い赤
暗い赤

赤橙
オレンジ

青みの
強い緑緑

わかりやすい
印刷物のつくり方

コ ラ ム

15

Ⅱ 

マ
ニ
ュ
ア
ル
編

（
１
）
指
定
施
設
整
備
基
準

建
築
物
移
動
等
円
滑
化
基
準

ア
共同
住宅
以外

案
内
設
備
ま
で
の
経
路



情報伝達設備（視覚障害者の安全かつ円滑な利用に必要な設備）

136

指定施設整備基準 建築物移動等円滑化基準 図

基本的な考え

　視覚障害者の安全・安心かつ円滑な利用のために、視覚障害者誘導用ブ

ロックの構造に対する配慮が必要です。

また、注意喚起のために、必要な箇所には、音声装置や点字案内などの

適切な設備を配置することが必要です。

（1）

16

16-2

16-3

16-3

色は、原則として黄色とし、周囲の床面との色の明
度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識
別できるものとすること。

材質は、十分な強度を有し、滑りにくく、耐久性に
優れ、退色しにくく、及び輝度の低下が少ない素材
とすること。

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

視覚障害者誘導用ブロック（線状ブロック等及び点状ブ
ロック等をいう。）の構造は、次に掲げるものでなけれ
ばならない。

階段、段及び傾斜路の手すりの始終端部には、必要に応
じ、点字による案内のための表示を行わなければならな
い。

（2）

エスカレーターを設ける場合は、くし板をステップ部分
と区別しやすい色としなければならない。

（3）

視覚障害者が利用することの多い施設の出入口の１以上
には、音声による誘導装置を設けなければならない。

（4）

大きさは、縦横30センチメートル以上とすること。ア

イ

ウ

形状は、次のとおりとすること。エ

突起の形状は、視覚障害者が認識しやすいもの
とすること。

(ｱ)

移動の方向を示す場合は、線状の突起とするこ
と。

(ｲ)

視覚障害者の注意を喚起し、警告を促す場合
は、点状の突起とすること。

(ｳ)

16-1

16-1

16-1

16-1

16-1

16-1

（参考：関連条文）規則別表第５（16の項）
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《線状ブロック（誘導用）》

h断面図

進
行
方
向

○
30
cm
以
上

○30cm以上

3cm以下

記号 寸法 許容差

s
h

1.7cm
　＋1cm
7.5cm
0.5cm
27cm以上
  ＋1cm

＋0.15cm
0

＋0.1cm

《点状ブロック（注意喚起用）》

h断面図

○
30
cm
以
上

○30cm以上

s s s s
s

s

記号 寸法 許容差

s
h

1.2cm
  ＋1cm
5.5～6cm
0.5cm

＋0.15cm
0

＋0.1cm

輝度と輝度比について

(2) 輝度比

視覚障害者誘導用ブロックの輝度（cd/ ㎡）と周辺床材（ブロック）の輝度の比です。望ましい輝度比は2.0 以上です。

　輝度比＝視覚障害者誘導用ブロックの輝度（cd/ ㎡）／舗装路面の輝度（cd/ ㎡）

（輝度が大きい方を除算するので、ブロックと舗装の輝度比を逆として算出する場合もある。）

(1) 輝度 (cd/ ㎡ )

ものの明るさを表現したものであり、単位面積あたり、単位立体角あたりの放射エネルギー（発散する光の量）を比

視感度（電磁波の波長毎に異なる感度）で計測したものであり、光源のみかけの面積と観察角度により変化します。

輝度は輝度計により測定することができます。（JIS Z9111）

線状ブロック･点状ブロックの色彩

原則として黄色とすること。

建物内の平坦部や敷地内の通路で平面上を水平に歩く安全な

箇所に関しては、路材に対し、対比効果が発揮できる限りにお

いて、黄色が困難な場合には黄色以外の色彩とすることがで

きる。（下記コラム参照）なお、利用者が混乱しないように連

続した経路に関しては統一した色を使用する。

整備基準　16-(1)-イ

・

線状ブロック･点状ブロックの大きさ

視覚障害者の歩行感覚を担保する最低限の大きさとして

30cm角とする。敷設にあたっては利用者が混乱しないよう統

一した大きさのものを使用する。

鋲製は弱視者への視認性に欠け、また滑りやすく、抜け落ちる

可能性があることなどから使用しない。

整備基準　16-(1)-ア

・

・

線状ブロックとは

歩行方向を案内することを目的とした、移動方向を指示するた

めのものである。主な敷設箇所は、案内設備までの経路上とな

る。

・

点状ブロックとは

前方の危険の可能性又は歩行方向の変更の必要性を予告する

ことを目的とした、注意を喚起する位置を示すためのものであ

る。主な敷設箇所は、階段･段･傾斜路の上端、階段･段の下端、

案内設備までの経路上の方向の変更箇所等になる。

・

コ ラ ム

b1

b1

b2 b1

l1

b2

l2 l1

l1 l2

s s s

d1
d2 d1

d1d2

・

136-1

参考図

図16-１　線状ブロック等・点状ブロック等の構造

○ 指定施設整備基準 ♥ 望ましい整備

図16-１　線状ブロック等・点状ブロック等の構造
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音声による誘導装置

「視覚障害者が利用することが多い施設」とは、視覚障害者用

訓練施設、盲学校、区役所、図書館、市が設置する全市一館施設

（市内に１つしかない公共施設）その他これに準ずる総合病院

等が該当する。

音による誘導は視覚障害者にとって有効な情報手段である。

商業施設等においても音声による誘導装置の設置が望ましい。

整備基準　16-(4)

・

♥ 

エスカレーターのくし板、音声案内

弱視者が、くし板とステップ部分を識別しやすい色とするこ

と。

エスカレーターの始終端部では、視覚障害者等への注意喚起

や、方向を案内するための音声案内を行うことが望ましい。

整備基準　16-(3)

・

♥ 

○手すり

♥30cm

♥30cm

○くし板はステップ部と区別しやすい色とする。
♥注意を喚起する等のための音声案内を行う。

参考図

図16-2　階段まわりの整備例

図16-3　エスカレーターまわりの整備と音声誘導

○ 指定施設整備基準 ♥ 望ましい整備

手すりの点字表示
整備基準　16-(2)

視覚障害者が現在位置及び上下階の情報を確認でき、目的地へ

の移動の支援となるような内容とする。

・

エスカレーターを歩いて利用することは危険
です。また、左半身が不自由な人など、右側
に立たざるを得ない人もいます。エスカレー
ターを利用する際は、立ち止まって利用して
欲しいという声が多くあります。

全ての
人が使いやすい施設とするために

○点字表示

○点字表示 ○ブロックの大きさは
縦横それぞれ30cm以上を
標準とする。

○ブロックの色は周囲の床面
との色の明度、色相又は彩
度の差が大きいことにより
容易に識別できるものとし、
原則として「黄色」とする。

○材質について
・十分に強度を有する。
・滑りにくい。
・耐久性に優れている。
・退色しにくい。
・輝度の低下が少ない素材

　　とする。

○点状ブロック等

階段手すりに設けられた点字表示

点字プレート（上から見た図）

（手前側）

→玄関
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視覚障害者誘導用ブロックの敷設事例

　視覚障害者が利用できる案内設備又は案内所まで、

視覚障害者の誘導を行うために視覚障害者誘導用ブ

ロックを敷設しています。

横浜市庁舎

視 覚
障 害 者 の 声

建物内にも誘導がほしいです。凹凸の
少ない誘導用ブロックを使用したり、
床面の素材を変化させるだけでも歩行
に役立ちます。

コ ラ ム

案内設備までの経路

　視覚障害者誘導用ブロックは、案内板又は案内設備

まで敷設することとしていますが、それ以外の場所に

おいて突起1mm程度の誘導用ブロックで案内する例

です。

　車いす使用者やベビーカーにとって障害が少なく、

視覚障害者は白杖を用いて誘導用ブロックをたどるこ

とができます。

その他の経路（任意）

拡大写真

138
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指定施設整備基準 建築物移動等円滑化基準

17-1

図

基本的な考え

　聴覚障害者の安全・安心かつ円滑な利用のために、受付窓口等での呼び

出しの多い病院・銀行や、特定の施設に会議室を設ける場合等には、画

像・光・振動による情報伝達設備が必要です。

ー

17-1ー

17-2ー

別表第１　１建築物の部４の項及び15の項に掲げる施設
の利用者の案内、呼出しのための窓口等を設ける場合
は、そのうち１以上は、文字により情報を表示する設備
を設けなければならない。

（1）

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障
害者等が利用する会議室を設ける場合は、スクリーン等
を備え、スクリーン等に文字を映し出せる機器を１台以
上備えなければならない。

（2）

用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル
以上の建築物で、不特定かつ多数の者が利用し、又は主
として高齢者、障害者等が利用する客席を設ける場合
は、集団補聴設備を設けなければならない。

（3）

情報伝達設備（聴覚障害者の安全かつ円滑な利用に必要な設備）17

（参考：関連条文）規則別表第５（17の項）
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集団補聴設備（磁気ループ等）

集団補聴設備には磁気ループ（※）、ＦＭ送受信装置、赤外線

受信装置等がある。

音響設備を有する会議室を設ける場合は、集団補聴設備を施

した会議室を設けることが望ましい。

※磁気ループとは、床面に敷設した導線（ループ）に伝達した

い音声等の信号を流すことによって、導線内にいる受信器（補

聴器）をつけた人が、マイクロホン等の音を耳元で直接聞く

ことができる装置。音声等が増幅されることにより、音源

からの距離に関係なく明瞭に聴取することができる。

整備基準　17-(3)

・

♥ 

⇒「12 客席及び舞台」を参照

会議でのスクリーン表示（要約筆記等）

聴覚障害者が複数参加する会議では、パソコンと液晶プロ

ジェクターを使ったパソコン要約筆記等が有効である。

整備基準　17-(2)

・

文字情報表示装置（電光掲示板等）
整備基準　17-(1)

文字により、利用者の案内、呼出しのための情報を表示する。

文字情報を表示するための設備とは、液晶等の電光表示板等

が考えられる。

緊急時には、画面に緊急情報を表示することが望ましい。

・

・

♥ 

＜通常時の表示例＞ ＜緊急時の表示例＞

117

115　 118　 119　 120　 123
下記の方はお待ちください

呼出中

117
！緊 急 地 震 速 報！

“Earthquake Early Warning”

大きい　地震が　きます
頭を　守って　ください

Strong shaking is expected soon.
Stay calm and seek shelter nearby.

病院や銀行等の受付窓口に設けた電光掲示板

磁気ループ

き ん き ゅ う じ し ん そ く ほ う

（地震のお知らせ）
じ し ん           　し 

おお 　　　　　　じ し ん 

あたま 　　　 まも 

客席

141

参考図

図17-１　電光掲示板等の整備例

○ 指定施設整備基準　　♥ 望ましい整備

図17-2　集団補聴設備
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誘導灯

＜誘導音付点滅型誘導灯の例＞ ＜既存誘導灯に追加取付した例＞

♥誘導音スピーカー
○点滅装置（LEDランプ等が点滅）

自動又は手動により、施設全体に火災を音により知らせる警報

設備を設ける。

館内に一斉放送できる設備を設けることが望ましい。

・

♥ 

音響装置による警報設備
整備基準　18-(1)

非常時には、聴覚障害者への情報伝達を配慮し、事態の状況

を文字により知らせる装置（デジタルサイネージ等）を設ける

ことが望ましい。

♥ 

非常時に文字情報により避難誘導する装置

点滅型誘導灯には、出入口の位置等を音声により誘導する設

備を設けることが望ましい。
♥ 

点滅型誘導灯
整備基準　18-(2)

○点滅装置

♥誘導音スピーカー

光点滅走行式避難誘導システム

火災信号を受けると、床や壁に埋設された緑色のランプが、避

難する方向に向かって点滅走行し、避難の方向を示す装置を設

けることが望ましい。設置にあたっては、消防上の誘導基準と

の整合性も必要とするため、設置の方法については消防局と協

議を行ってください。

♥ 

点滅ランプ

横浜市庁舎

143

参考図

図18-１　音響装置による警報設備および点滅型誘導灯

図18-２　非常用文字表示装置

図18-３　光点滅走行式避難誘導システム

○ 指定施設整備基準 ♥ 望ましい整備
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143-1

わかりやすい動線計画・空間計画
　建築物の整備の際には、高齢者、障害者等の避難についても十分に考慮し計画に組み込んでおくことが必要です。

　一番の基本は、高齢者、障害者を含む全ての人にアクセス経路と避難経路がわかりやすいことです。規模が大きく複

雑な機能を持つ建築物の場合には、特にわかりやすい動線計画・空間計画となるよう注意しましょう。

情報提供
　非常事態（火災、地震、津波等）となったときの情報伝達についても重要です。様々な障害者に対してわかるように、音、

光、その他の人的な支援等の様々な方法により、危険が生じていることを伝達します。

　なお聴覚障害者は、非常ベル等の音で危険を察知

できないことがあり、音以外の情報伝達手段が課題

です。

　聴覚障害者に非常事態の発生を伝える方法として、

光警報装置があります。光警報装置は天井や壁など

に設置され、火災の発生を検知すると光が点滅して

視覚への効果を訴えるものです。

　また、緊急時にもコミュニケーション手段となる

筆談ボード等を準備することも有効です。

　避難情報や避難経路の案内表示は、わかりやすい内容で見やすい位置に設けます。車いす使用者でも見やすいよう高

さに配慮します。大きめの文字を用いる、やさしい日本語にする、漢字以外にひらがな、外国語等を併記する、図記号

等を併記する等、全ての人にわかりやすいことが求められます。

ハード整備の対応
　火災時の避難にあたっては、まず火元と隔てられたところに移動できることが重要

です。これが確保されれば、避難階、さらには屋外への避難が可能になります。設計

に際しては、車いす使用者等が防火戸・防煙壁を支障なく移動できるか確認しておく

必要があります。

　また、避難に時間を要し、避難介助を必要とすることが想定されるため、車いす使

用者等が落ち着いて安全に避難できるよう、とりあえず安全を確保できる空間（一時

待避スペース）として、非常用エレベーターのロビー、避難階段、避難バルコニーな

どを他の部分と隔てた防火区画としておくことが有効です。

　このように、高齢者、障害者等が避難階に円滑に移動できるよう建築物の物理的対応を行っておくことが必要です。

また、人的な対応も重要であり、平常時から非常事態の対応について検討しておくことが大切です。

※「外国人来訪者や障害者等が利用する施設における災害情報の伝達及び避難誘導に関するガイドライン」
（総務省消防庁：2018年 3月）

　多数の外国人来訪者等の利用が想定される駅・空港や、競技場、旅館・ホテル等で、火災や地震が発生した際の災害情報の伝
達及び避難誘導について、外国人来訪者や障害者等に配慮した効果的な自衛消防体制を整備するため、当該施設において取り組
むことが望ましい事項が以下のように示されている。
１. デジタルサイネージやスマートフォンアプリ、フリップボード等の活用などによる災害情報や避難誘導に関する情報の多言語   
化・文字等による視覚化

２. 障害など施設利用者の様々な特性に応じた避難誘導（避難の際のサポート等）
３. 外国人来訪者や障害者等に配慮した避難誘導等に関する従業員等への教育・訓練の実施 

 

一時待避スペースの例

コ ラ ム

※「光警報装置の設置に係るガイドライン」
（総務省消防庁：2016年 9月通知）

光警報装置の設置場所や設置の仕方について解説しています。
＜主な内容＞
○大規模な空港や駅など、避難誘導できる人が聴覚障害者の近く
にいない場所への設置が望ましい。利用者の多い商業施設など
にも必要に応じて設置。
○天井の高い場所では、床から 10 メートル以内の位置への設置
が望ましい。
○光の色は色弱の人でも見逃しにくい白色光が望ましい。
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＜車いす対座位＞

30
～
40
cm
程
度

○
70
～
75
cm
程
度

○
65
～
70
cm
程
度

○45cm程度

○
70
～
75
cm
程
度

○
65
～
70
cm
程
度

○45cm程度

＜車いす対立位＞
90
～
10
0c
m
程
度

○45cm程度

○
70
～
75
cm
程
度

○
65
～
70
cm
程
度

カウンター下端高さ
○65～70cm程度

カウンター上端高さ
○70～75cm程度

カウンター奥行き
○45cm程度電光表示

電光掲示板

手すり
待ち番号札

スピーカー

カウンター上端高さ
90～100cm程度

呼出中

下記の
方はお

待ちく
ださい

117

115　
 118　

 119　
 120　

 123

145

参考図

図19-１　カウンター及び記載台の基本寸法

図19-２　カウンター及び記載台の整備例

○ 指定施設整備基準 ♥ 望ましい整備

・

・

カウンター、記載台、公衆電話台等の寸法は、下部に車いすの

フットサポート及びひざが入るよう、下端65～70cm程度、上端

70～75cm程度、奥行き45cm程度とすること。

車いす使用者が接近できる水平部分を確保すること。

カウンター・記載台等
整備基準　19-(１)

19
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参考図 ○ 指定施設整備基準 ♥ 望ましい整備

大型ディスプレイ

コイン投入口（点字表示）

テレフォンカード差込口
（点字表示）

音量調節ダイヤル

70
～
75
cm
程
度

65
～
70
cm
程
度

○
11
0c
m
以
下

45cm程度

○
65
cm
程
度

○45cm程度

○10cm以内
○水栓は光感知式、

ボタン式
　又はレバー式

○
75
～
80
cm
程
度
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図19-３　公衆電話台の基本寸法と障害者の利用に配慮した公衆電話機の例

図19-4　水飲みの基本寸法

・

・

・

水飲みの寸法は、下部に車いすのフットサポート及びひざが入る

よう、下端60～65cm程度、奥行45cm程度とすることが基本で

ある。

車いす使用者が接近できる水平部分を確保する必要がある。

飲み口は、高さ75～80cm程度とし、車いす使用者が利用できる

位置として、おおむね縁から10cm以内に取り付ける。

水飲み
整備基準　19-(2)

♥ 
公衆電話の受話器の高さは110cm以下とする。

障害者の利用に配慮した機能を持つ電話機であることを見やす

い場所に表示することが望ましい。

障害者の利用を配慮した機能をもつ電話機を設置した場合は、

見やすい場所にその旨を表示することが望ましい。

電話ボックスの場合には床面の段差をなくし車いす使用者がボッ

クス内に完全に入れるよう、配慮することが望ましい。

公衆電話
整備基準　19-(１)

♥ 

♥ 

・
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参考図 ○ 指定施設整備基準 ♥ 望ましい整備

65
～
70
cm
程
度

45cm程度

70
～
75
cm
程
度

案内パネル

金額ボタン
（♥点字表示）

金銭投入口

取出口

カウンター

取出口

ストロー取出口

（♥点字表示）
金銭投入口
○高齢者・障害者等が
扱いやすい形式

（♥点字表示）
操作ボタン

♥操作内容及び状況を音声で知らせる

○
40
cm
～
11
0c
m
程
度

取出口

ストロー取出口

操作ボタン
金銭投入口

70
cm
程
度

60
～
65
cm
程
度

45cm程度
○
40
cm
～
11
0c
m
程
度

○
40
cm
～
11
0c
m
程
度
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図19-5　自動販売機の基本寸法と整備例

図19-6　券売機の基本寸法と整備例

・

・

自動販売機、券売機の操作ボタン、現金自動預入・支払機の操作

ボタン、金銭投入口、及び取出口等の高さは床面から、40～

110cm程度の範囲に設置すること。

金銭投入口は大きくし、高齢者、障害者等が扱いやすい形式とす

る必要がある。
自動販売機、券売機の操作ボタンには品目、金額等を点字で表示

することが望ましい。

現金自動預入・支払機の操作ボタン、金銭投入口等についても点

字で表示することが望ましい。

操作内容及び状況を音声で知らせる装置を設けることが望まし

い。

自動販売機・発券機のボタン等
整備基準　19-(3)-イ

♥ 

♥ 

♥ 

券売機で、車いすの足が入
らないものがあるので、車
いすでも利用できる券売機
にしてほしいです。
また、車いすではATMが
狭くて入れない場合がある
ので、車いすで利用できる
ＡＴＭにしてほしいです。

車い
す使用

者の声
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《授乳室・おむつ交換場所一体型》

授乳場所
（母乳・ミルク）

ゴミ箱

ソファ

ソファ ソファ

ゴミ箱・物置台

鏡 鏡

乳幼児用椅子

流し
（調乳用）

18
0
cm
程
度

3
5
0
cm
程
度

流し
（手洗い用）

調乳用
温水器

ゴミ箱

案内表示○

女性専用
ゾーン

乳幼児用椅子共用ゾーン
（男女・家族）

《女性専用型》

ソファ

ソファ

37
0
cm
程
度

11
0
cm
程
度

案内表示

流し(手洗い用)

○

女性専用

ゴミ箱ゴミ箱

ゴミ箱
物置台

流し
(調乳用)
調乳用
温水器

流し
(調乳用)

調乳用
温水器

《共用（男女・家族）型》

台

案内表示○

ゴミ箱

ゴミ箱

流し
(手洗い用)

共用
（男女・家族）

《個室型》

いす

21
0
cm
程
度

案内表示○

ゴミ箱
流し(手洗い用)

授乳場所
（ミルク）

ベビーカー
　置場

ベビーカー
　置場

授乳場所
（ミルク）

おむつ
交換場所

○80cm以上

授乳場所
（母乳・
ミルク）

授乳場所
（母乳・
ミルク）

○80cm以上

ソファ

○80cm以上

○80cm以上
授乳場所
（母乳・
ミルク）

200cm程度 290cm程度

380cm程度

340cm程度

170cm程度

授乳場所
（母乳・ミルク）

ゴミ箱

流し
（調乳用）

調乳用
温水器

乳幼児用おむつ交換台
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参考図

図20-１　授乳室・おむつ交換場所の整備例

○ 指定施設整備基準 ♥ 望ましい整備

戸の付近に設備を配置する場合、幼児が手を挟まないように戸

袋を設けるなどの工夫をすることが望ましい。

室内で身づくろいができるように、姿見鏡を設けることが望ま

しい。

おむつ交換台から近い位置にごみ箱を配置することが望まし

い。

授乳室及びおむつ交換場所
整備基準　5-(2)-カ、キ

⇒ ベビーカー（Ｐ．54 参照）
♥ 
♥ 

♥ 

♥ 

♥ 

♥ 

♥ 

乳幼児用おむつ交換台やいすは、ベビーカー等の通行の妨げ

にならないよう、親子で利用しやすい位置に適切に配置するこ

とが望ましい。

授乳場所（母乳）にはカーテンやついたて等を設け、プライバ

シーを確保することが望ましい。

手洗器、流し台、給湯器を設けることが望ましい。

男女にかかわらず利用できるスペースを設ける（ミルクや離乳

食を与えるためのスペース、乳幼児用おむつ交換台等）ことが

望ましい。

乳幼児用おむつ交換台

乳幼児用
おむつ交換台

ベビーカー置場

ゴミ箱はおむつ
交換台下に設置

ゴミ箱

ゴミ箱

ベビーカー置場

ゴミ箱はおむつ
交換台下に設置

乳幼児用おむつ交換台
ゴミ箱はおむつ
交換台下に設置

ベビーカー置場

ゴミ箱
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1.保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する
官公署／4.病院／5.診療所（患者の収容施設があるもの
に限る。）

全ての施設
（5,000㎡以上）

全ての施設
（2,000㎡以上）

7.助産所 全ての施設
（―）

全ての施設
（―）

17.公衆便所 ―
（―）

全ての施設
（―）

33.自動車の停留又は駐車のための施設（一般公共の用
に供されるものに限る。）

―
（―）

1,000㎡以上
（2,000㎡以上）

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成
する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの

―
（5,000㎡以上）

―
（2,000㎡以上）

13.集会場（一の集会室の床面積が200㎡を超えるもの
に限る。）又は公会堂／14.集会場（全ての集会室の床面
積が200㎡以下のものに限る。）

1,000㎡以上
（5,000㎡以上）

全ての施設
（2,000㎡以上）

3.老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉セ
ンターその他これらに類するもの

1,000㎡以上

（5,000㎡以上※不特定
かつ多数の者が利用する
ものに限る。）

1,000㎡以上

（2,000㎡以上※不特定
かつ多数の者が利用する
ものに限る。）

6.診療所（患者の収容施設がないものに限る。）／8.薬
局／15.銀行その他これに類するサービス業を営む店舗
／19.百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
（薬局を除く。）／20.飲食店

1,000㎡以上
（5,000㎡以上）

300㎡以上
（2,000㎡以上）

2.老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類する
もの（認可外保育施設を除く。）／9.学校（幼稚園に限
る。）／12.博物館類似施設その他これに類する施設類
する施設／26.その他の運動施設／28.ホテル又は旅館
以外の宿泊施設

1,000㎡以上
（―）

1,000㎡以上
（―）

11.博物館、美術館又は図書館／16.理髪店その他これ
に類するサービス業を営む店舗／21.クリーニング取次
店、質屋、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を
営む店舗／22.劇場、観覧場、映画館又は演芸場／23.
遊技場（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関す
る法律第2条第１項第4号に規定する営業を行う施設を
除く）／25.公衆浴場／26.体育館・水泳場（一般の用に
供されるものに限る。）、ボーリング場／27.ホテル又は
旅館／29.展示場

1,000㎡以上
（5,000㎡以上）

1,000㎡以上
（2,000㎡以上）
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「参照」《対象用途と対象規模　「授乳室及びおむつ交換場所」「乳幼児用おむつ交換台・乳幼児用
椅子」》

５ 廊下等(2)キ、ク
・授乳室
・おむつ交換場所

９　便所(3)
・乳幼児用椅子
・乳幼児用おむつ交換台

対象規模

対象用途

（　）内は、建築物移動等円滑化基準の対象規模
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250cm程度

流し（調乳用）
流し（手洗い用）

ゴミ箱・物置台
台

ソファ

ゴミ箱

37
0
cm
程
度

330cm程度

14
0
cm
程
度

10
0
cm
程
度

ゴミ箱

共用ゾーン
（男女・家族）

ゴミ箱
物置台

鏡

ゴミ箱
物置台

ソファ

女性専用
ゾーン

○案内表示

《個室型（授乳室）》

ソファ

いす

乳幼児用椅子
180cm程度

18
0c
m
程
度

○案内表示

ベビーカー置場

乳幼児用椅子
180cm程度

12
0c
m
程
度

案内表示○

ベビーカー
　置場

授乳場所
（母乳・ミルク）

80cm以上80cm以上

授乳場所（母乳・ミルク）

おむつ
交換場所

授乳場所
（母乳・ミルク）

着替え台

○80cm以上 ○80cm以上

授乳場所
（ミルク） いす

いす

いす

乳幼児用おむつ交換台
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参考図

図20-3　授乳室の整備例（個室型）

○ 指定施設整備基準 ♥ 望ましい整備参考図

図20-２　授乳室・おむつ交換場所の整備例(共用ゾーン・母乳ゾーン入口別型)
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♥ベビーカーごと
入れるスペース

♥ベビーカーごと
入れるスペース

○乳幼児用
     　椅子

♥乳幼児用椅子
の併設

○案内表示
(扉の付近に取付)

○案内表示

○案内表示
(扉の付近取付)

○案内表示

腰掛便座

♥着替え台
(折りたたみ)

○乳幼児用おむつ交換台
(折りたたみ)

○乳幼児用椅子

140cm程度

160cm
程
度

腰掛便座

♥着替台
(折りたたみ)

手すり

○乳幼児用椅子

250cm程度

100cm
程
度

○案内表示

《便所の乳幼児用おむつ交換台・乳幼児用椅子の整備例》

出入口

出入口

出入口

○乳幼児用
おむつ交換台
(折りたたみ)

♥手洗いのための
乳幼児用椅子

○乳幼児用おむつ交換台
(折りたたみ)

♥壁との間隔5cm～7cm程度または20cm以上
※乳幼児の指や腕、頭が挟まれにくい寸法

参考図参考図 ○ 指定施設整備基準 ♥ 望ましい整備

153

図20-5　乳幼児連れ利用者に配慮した便房の整備例

図20-4　乳幼児連れ利用者に配慮した便所の整備例

乳幼児用おむつ交換台及び乳幼児用椅子は、便房内に設け、
当該便房の出入口の戸に乳幼児用おむつ交換台及び乳幼児用
椅子がある便房であることを表示すること。
乳幼児用椅子は、ガード等により乳幼児を安全に座らせること
ができるものとすること。
表示は、戸が開いている状態でも見えるように設置することが
望ましい。
乳幼児用おむつ交換台には、設置位置による手ばさみ事故防
止や転落防止のための固定用ベルトを設けるなどの安全性に
配慮し、必要に応じて、手ばさみや転落の危険がある旨の表示
をすることが望ましい。

♥ 

♥

・

・

乳幼児用おむつ交換台及び乳幼児用椅子
整備基準　9-(3)-ア、イ

乳幼児用椅子は、戸の付近や壁との距離など、使用時の幼児
の手ばさみ事故が生じないような設置位置とすることが望ま
しい。
乳幼児用おむつ交換台の付近には、荷物置き場や乳幼児用椅
子を併設することが望ましい。
乳幼児用おむつ交換台及び乳幼児用椅子は車いす使用者用便
房以外の便房に設けることが望ましい。
乳幼児用おむつ交換台及び乳幼児用椅子を設けた便房を複数
（男女別の場合は各複数）設けることが望ましい。
乳幼児用おむつ交換台及び乳幼児用椅子を設けた便房は、ベ
ビーカーごと入れるようにすることが望ましい。

♥ 

♥ 

♥

♥ 

♥
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視覚障害者誘導用ブロック

154

指定施設整備基準（再掲載） 建築物移動等円滑化基準（再掲載） 図

基本的な考え

　視覚障害者の利用に配慮して、視覚障害者誘導用ブロックを適切に敷設

する必要があります。視覚障害者誘導用ブロックには、危険等を予告する

「点状ブロック」と、移動方向を示す「線状ブロック」があります。

　JIS規格（JIS T 9251）による形状とするほか、残存視力のある方にも

認知しやすいように、色などにも配慮する必要があります。

　なお、点状ブロックの敷設位置は「２敷地内の通路」「５廊下等」「６

階段」「７傾斜路」において、誘導用ブロックの敷設位置は「15案内設備

までの経路」において、誘導用ブロックの構造は「16情報伝達設備(視覚障

害者の安全かつ円滑な利用に必要な設備)」において規定されています。

21

ー視覚障害者誘導用ブロック（線状ブロック等及び点状ブ
ロック等をいう。）の構造は、次に掲げるものでなけれ
ばならない。

(1)

21-1

21-1

ー

ー

大きさは、縦横それぞれ30センチメートル以上とす
ること。

ア

周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大き
いことにより容易に識別できるものとし、色は、原
則として黄色とすること。

イ

21-1

21-1

21-1

21-1

（参考：関連条文）別表第５（16の項）

ー

ー

ー

ー

ー

材質は、十分な強度を有し、滑りにくく、耐久性に
優れ、退色しにくく、及び輝度の低下が少ない素材
とすること。

ウ

形状は、次のとおりとすること。エ
突起の形状は、視覚障害者が認識しやすいもの
とすること。

(ｱ)

移動の方向を示す場合は、線状の突起とするこ
と。

(ｲ)

視覚障害者の注意を喚起し、警告を促す場合
は、点状の突起とすること。

(ｳ)

「16 情報伝達設備 (視覚障害者の安全かつ円滑な利用に必要な設備 )」

１.視覚障害者誘導用ブロックの構造に関する基準

21
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参考図

図2１-１　　線状ブロック等・点状ブロック等の構造

○ 指定施設整備基準 ♥ 望ましい整備

輝度と輝度比について

(2) 輝度比

視覚障害者誘導用ブロックの輝度（cd/ ㎡）と周辺床材（ブロック）の輝度の比です。望ましい輝度比は2.0 以上です。

　輝度比＝視覚障害者誘導用ブロックの輝度（cd/ ㎡）／舗装路面の輝度（cd/ ㎡）

（輝度が大きい方を除算するので、ブロックと舗装の輝度比を逆として算出する場合もある。）

(1) 輝度 (cd/ ㎡ )

ものの明るさを表現したものであり、単位面積あたり、単位立体角あたりの放射エネルギー（発散する光の量）を比

視感度（電磁波の波長毎に異なる感度）で計測したものであり、光源のみかけの面積と観察角度により変化します。

輝度は輝度計により測定することができます。（JIS Z9111）

《線状ブロック（誘導用）》

h断面図

進
行
方
向

○
30
cm
以
上

○30cm以上

3cm以下

記号 寸法 許容差

s
h

1.7cm
　＋1cm
7.5cm
0.5cm
27cm以上
  ＋1cm

＋0.15cm
0

＋0.1cm

《点状ブロック（注意喚起用）》

h断面図

○
30
cm
以
上

○30cm以上

s s s s
s

s

記号 寸法 許容差

s
h

1.2cm
  ＋1cm
5.5～6cm
0.5cm

＋0.15cm
0

＋0.1cm

線状ブロック･点状ブロックの色彩

原則として黄色とすること。

建物内の平坦部や敷地内の通路で平面上を水平に歩く安全な

箇所に関しては、路材に対し、対比効果が発揮できる限りにお

いて、黄色が困難な場合には黄色以外の色彩とすることがで

きる。（下記コラム参照）なお、利用者が混乱しないように連

続した経路に関しては統一した色を使用する。

整備基準　16-(1)-イ

・

線状ブロック･点状ブロックの大きさ

視覚障害者の歩行感覚を担保する最低限の大きさとして

30cm角とする。敷設にあたっては利用者が混乱しないよう統

一した大きさのものを使用する。

鋲製は弱視者への視認性に欠け、また滑りやすく、抜け落ちる

可能性があることなどから使用しない。

整備基準　16-(1)-ア

・

・

線状ブロックとは

歩行方向を案内することを目的とした、移動方向を指示するた

めのものである。主な敷設箇所は、案内設備までの経路上とな

る。

・

点状ブロックとは

前方の危険の可能性又は歩行方向の変更の必要性を予告する

ことを目的とした、注意を喚起する位置を示すためのものであ

る。主な敷設箇所は、階段･段･傾斜路の上端、階段･段の下端、

案内設備までの経路上の方向の変更箇所等になる。

・

b1

b1

b2 b1

l1

b2

l2 l1

l1 l2

s s s

d1
d2 d1

d1d2

・
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156-1

指定施設整備基準（再掲載） 建築物移動等円滑化基準（再掲載） 図

同左

同左

段がある部分の上端に近接する踊場の部分には、視
覚障害者に対し警告を行うために、16の項(1)に定め
る構造の点状ブロック等を敷設すること。ただし、
段がある部分と連続して手すりを設ける場合を除
く。

オ

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障
害者等が利用する階段は、次に掲げるものでなければな
らない。

(1)

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障
害者等が利用する傾斜路は、次に掲げるものでなければ
ならない。

(1)

傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分には、視
覚障害者に対し警告を行うために、16の項(1)に定め
る構造の点状ブロック等を敷設すること。ただし、
勾配が20分の１を超えず、若しくは高さが16センチ
メートルを超えず、かつ、勾配が12分の1を超えな
い傾斜がある部分又は傾斜がある部分と連続して手す
りを設ける場合を除く。

エ

「６ 階段」の踊場

「７ 傾斜路」の踊場

（参考：関連条文）政令第11・12・13条、平成18年告示第1497号第１・第２・第３、
規則別表第５の２(２・５・６・７の項 )

段がある部分の上端に近接する踊場の
部分（不特定かつ多数の者が利用し、
又は主として視覚障害者が利用するも
のに限る。）には、視覚障害者に対し
警告を行うために、点状ブロック等を
敷設すること。
ただし、視覚障害者の利用上支障がな
いものとして国土交通大臣が定める場
合は、この限りでない。

傾斜がある部分の上端に近接する踊
場の部分（不特定かつ多数の者が利
用し、又は主として視覚障害者が利
用するものに限る。）には、視覚障
害者に対し警告を行うために、点状
ブロック等を敷設すること。
ただし、視覚障害者の利用上支障が
ないものとして国土交通大臣が定め
る場合は、この限りでない。

6-1
6-2
21-2
21-3

7-1
7-3
21-2
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参考図

図21-２　手すりがある場合の点状ブロックの敷設位置（屋内の事例）

○ 指定施設整備基準 ♥ 望ましい整備

点状ブロック等は、傾斜の上端から30cm離して設置するのが

望ましい。

♥ 

点状ブロックの敷設位置

階段･段には、上下端に点状ブロックを敷設する必要がある。

なお、踊場の手すりが連続して設置される場合、原則として点

状ブロックの敷設が除外されるが、廊下や敷地内の通路と連

続している場合は点状ブロックが必要となるので、注意が必要

である。（図21-3参照）

・階段・段に敷設する点状ブロック
上下端 階段：整備基準5-(1)- イ

段：整備基準2-(1)- イ-（ア）

踊場 階段：整備基準 6-(1)- オ
段：整備基準2-(1)- イ-（ア）

・傾斜路に敷設する点状ブロック
上端 屋内の傾斜路：整備基準5-(1)- イ

敷地内の通路の傾斜路：整備基準15-(2)

屋内の傾斜路には、上端に点状ブロックを敷設する必要があ

る。

敷地内の通路における傾斜路の上端の点状ブロックは、歩道

上から案内設備までの経路となる場合、敷設が必要となる。

踊場の手すりが連続して設置される場合、点状ブロックの敷設

が除外される。

以下の場合は、視覚障害者の利用上支障がないため、点状ブ

ロックの敷設が除外される。

①勾配が1/20以下の傾斜の場合

②高さが16cm以下、かつ勾配が1/12以下の傾斜の場合

・

・

・

・

踊場 屋内の傾斜路：整備基準7-(1)- エ
敷地内の通路の傾斜路：整備基準15-(2)

・

○点状ブロック

○点状ブロック

○点状ブロック
　（踊場の手すりが連続している
　 場合は敷設不要）

♥点状ブロック

○点状ブロック
（踊場の手すりが連続して
　 いる場合は敷設不要）
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指定施設整備基準（再掲載） 建築物移動等円滑化基準（再掲載） 図

当該経路に、視覚障害者の誘導を行うために、16の項
(1)に定める構造の視覚障害者誘導用ブロック（線状ブ
ロック等及び点状ブロック等をいう。）を敷設し、又
は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備
を設けること。

(1)

当該経路を構成する傾斜がある部分の上端に近接する
部分には、視覚障害者に対し警告を行うために、16の
項(1)に定める構造の点状ブロック等を敷設すること。
ただし、勾配が20分の１を超えず、若しくは高さが16
センチメートルを超えず、かつ、勾配が12分の１を超
えない傾斜がある部分又は傾斜がある部分と連続して
手すりを設ける踊場である場合を除く。

(2)

道等から14の項(2)の規定による設備
又は同項(3)の規定による案内所まで
の経路（不特定かつ多数の者が利用
し、又は主として視覚障害者が利用す
るものに限る。）は、そのうち１以上を、
視覚障害者が円滑に利用できる経路
（「視覚障害者移動等円滑化経路」と
いう。）にしなければならない。ただ
し、視覚障害者の利用上支障がないも
のとして国土交通大臣が定める場合
は、この限りでない。

歩道上から14の項(2)に規定する設備又は同項(3)に規定する
案内所までの経路のうち１以上は、次に掲げるものでなけれ
ばならない。

21-4
21-5
21-6
21-7

15-4
21-2

「15 案内設備までの経路」

３.歩道上から案内設備までの経路に敷設する視覚障害者誘導用ブロック
　 の敷設位置に関する基準

当該視覚障害者移動等円滑化経路を
構成する敷地内の通路の、車路に近接
する部分、段がある部分又は傾斜があ
る部分の上端に近接する部分（視覚障
害者の利用上支障がないものとして国
土交通大臣が定める部分を除く。）に
は、視覚障害者に対し警告を行うため
に、点状ブロック等（床面に敷設され
るブロックその他これに類するもので
あって、点状の突起が設けられており、
かつ、周囲の床面との色の明度、色
相、又は彩度の差が大きいことにより
容易に識別できるものをいう。）を敷
設すること。

当該視覚障害者移動等円滑化経路
に、視覚障害者の誘導を行うために、
線状ブロック等（床面に敷設されるブ
ロックその他これに類するものであっ
て、線状の突起が設けられており、か
つ、周囲の床面との色の明度、色相又
は彩度の差が大きいことにより容易に
識別できるものをいう。）及び点状ブ
ロック等（床面に敷設されるブロック
その他これに類するものであって、点
状の突起が設けられており、かつ、周
囲の床面との色の明度、色相又は彩度
の差が大きいことにより容易に識別で
きるものをいう。）を適切に組み合わ
せて敷設し、又は音声その他の方法に
より視覚障害者を誘導する設備を設け
ること。ただし、進行方向を変更する
必要がない風除室内においては、この
限りでない。
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参考図

図21-３　階段の踊場における点状ブロック等の敷設例

図21-４　視覚障害者誘導用ブロックの敷設例

○ 指定施設整備基準 ♥ 望ましい整備

直交の場合 L字の場合

T字の場合

②点状ブロックの敷設が除外できない踊場の例

廊下等

敷設除外

踊場
廊下等廊下等

敷設除外

踊場

①点状ブロックの敷設が除外される踊場の例

両側に手すりが連続している踊場

廊下と接続する踊場は廊下等にも該当するため、転落･つまず

き防止等の観点から点状ブロックの敷設が必要である。

・

廊下と接続する踊場
整備基準　5-(1)-イ

敷設にあたっては、踏み越すおそれのないように点状ブロッ

クを敷設する（60cm程度）。

歩道上に視覚障害者誘導用ブロックが敷設されている場合

は、必要に応じて歩道上のブロックと連続させること。

必要に応じ、視覚障害者が、便所があることが容易にわかる

よう便所の出入口にセンサーによる音声誘導装置を設けるこ

とが望ましい。また、出入口が認識できるよう、出入口付近

の床材を変えることも有効な手段である。

♥ 

・

・

視覚障害者誘導用ブロックの敷設
整備基準　15-(1)

○点状ブロック ○点状ブロック

踊場に消火栓等があり、段がある部分と連続して
手すりを設けることが困難

・
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U
  P

U
  P

U
  P

廊下等

○点状ブロック

踊場

○点状ブロック

U
  P

踊場・
廊下等

敷設除外

踊場

○点状ブロック

U
  P

消火栓等

60cm程度

60cm程度

60cm
程度



案内板がある場合は、歩道上から案内板までの経路上に視覚

障害者誘導用ブロックを敷設する必要がある。

案内板から建築物までの経路は、視覚障害者誘導用ブロック

は不要。

案内板の点字・文字等の浮き彫りの正面に向かって、視覚障害

者誘導用ブロックを敷設すること。

・

・

案内板がある場合
整備基準　15

案内所がある場合は、歩道上から案内所までの経路上に、視

覚障害者誘導用ブロックを敷設する必要がある。

案内所がある場合
整備基準　15
・

視覚障害者誘導用ブロック
整備基準　15-(1)

・

・

案内設備までの経路には、点状ブロックと線状ブロックを適切

に敷設する必要がある。

点状ブロックは、危険の可能性を予告するため、傾斜路や階段

･段の付近に敷設するほか、歩行方向の変更の必要性を予告す

る必要がある箇所にも必要となる。

線状ブロックの線状の突起を、視覚障害者を誘導する方向と平

行に敷設する必要がある。

・

⇒「16 情報伝達設備（視覚障害者の安全かつ円滑な
　利用に必要な設備）」を参照

・

「案内板」がある場合「案内所」がある場合

○受付 ( 案内所 )
カウンター

( 屋内 )

( 屋外 )

車道（道等）

U  P

♥30cm

♥30cm

♥30cm

♥30cm

♥30cm

♥30cm

♥30cm

♥60cm

♥60cm

○点状ブロック

○点状ブロック
○視覚障害者誘導用
　ブロック

道路境界線

○点状ブロック

○点状ブロック○案内板
　（点字付き）

( 屋内 )

( 屋外 )

歩道

♥30cm

○視覚障害者誘導用
　ブロック

道路境界線

♥60cm

U  P

♥30cm

♥30cm
♥60cm

参考図 ○ 指定施設整備基準　　♥ 望ましい整備

160

図21-５　案内設備までの経路について
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《案内所》《エレベーター》
♥30cm

○乗り場ボタン
　（点字表示）

♥30cm

屋内

■引き戸まわりの敷設例1 ■引き戸まわりの敷設例2 ■開き戸まわりの敷設例

屋外

屋内

屋外

マットスイッチ

♥30cm

屋内

屋外

♥30cm

■風除室の敷設

屋内屋外

風除室

歩道上に視覚障害者誘導用ブロックが敷設されている場合

は、必要に応じて歩道上のブロックと連続させること。

風除室内も視覚障害者誘導用ブロックを連続して敷設するこ

と。

風除室は中で進行方向を変えないことが望ましい。

段の上端及び下端に近接する部分にあっては、踏み越すおそれ

のないように点状ブロックを敷設する（60cm程度）ことが望

ましい。

視覚障害者誘導用ブロックの敷設の留意点
整備基準　15-(1)

・ 視覚障害者誘導用ブロックを通路等に連続して敷設する場合

は、その通路の中央部に敷設し、かつ壁面に近づきすぎず、視

覚障害者の通行の支障とならない距離を確保することが望ま

しい。

点状ブロックは、段の上端から30cm離して設置することが望ま

しい。

必要に応じ、廊下に便所の出入口の位置を示す視覚障害者誘

導用ブロック、又は同等の効果のある床材を敷設することが望

ましい。

♥ 

♥ 
♥ 

♥ 

・

♥ 

参考図 ○ 指定施設整備基準　　♥ 望ましい整備
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図21-６　案内設備までの経路（出入口）

図21-７　案内設備までの経路（エレベーター、案内所）
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建築物又はその敷地に車いす使用者用便房を設ける
場合　利用居室（当該建築物に利用居室が設けられ
ていないときは、道等。ウにおいて同じ。）、住戸
から当該車いす使用者用便房までの経路

建築物又はその敷地に車いす使用者用駐車施設を設
ける場合　当該車いす使用者用駐車施設から利用居
室、住戸までの経路

次に掲げる場合には、それぞれ次に定める経路のうち１以
上を、移動等円滑化経路にしなければならない。

（1）

移動等円滑化経路上に階段又は段を設けてはならない。
ただし、傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設
する場合は、この限りでない。

（2）

建築物に、利用居室を設ける場合　道等から当該利
用居室までの経路

同左。ただし、地上階又はその直上
階若しくは直下階のみに利用居室を
設ける場合にあっては、当該地上階
とその直上階又は直下階との間の上
下の移動に係る部分を除く。

同左。ただし、地上階又はその直上
階若しくは直下階のみに住戸を設け
る場合にあっては、当該地上階とそ
の直上階又は直下階との間の上下の
移動に係る部分を除く。

ア

イ

ウ

同左

同左

同左

建築物に、住戸を設ける場合　道等から当該住戸ま
での経路

エ

段がある部分及びその踊場は、次に掲げるものであ
ること。

両側に、次に掲げる手すりを設けること。

多数の者が利用する敷地内の通路は、次に掲げるものでな
ければならない。

表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げる
こと。

手すりを設けること。

ア

イ

(ｱ)

同左

同左

段がある部分は、次に掲げるものである
こと。

（1）

1-1

1-1

1-1

1-1

2-1

オ

カ

ウ

同左

―

―

―

―

― ―

指定施設整備基準 建築物移動等円滑化基準 図※

※「ア　共同住宅以外」（P.57～162）の参考図番号を示しています。

指定施設整備基準 建築物移動等円滑化基準 図※

１.移動等円滑化経路

2. 敷地内の通路

整備基準2
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指定施設整備基準 建築物移動等円滑化基準 図※

―

―

―

2-3
2-4

2-4

2-2
2-4

手すりの傾斜部分の高さは、踏面の先端か
ら75センチメートル以上85センチメートル
以下とすること。

ｅ

段がある部分の手すりは直線の形状とする
こと。ただし、建築物の構造上やむを得な
い場合は、この限りでない。

ｄ

手すりの端部には、傾斜部分となだらかに
接続した水平部分を設け、その先端を壁面
又は下方へ巻き込むこと。

ｃ

―

―

踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色
相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に
識別できるものとすること。

傾斜路は、次に掲げるものであること。

勾配が12分の１を超え、又は高さが16センチ
メートルを超え、かつ、勾配が20分の１を超え
る傾斜がある傾斜路には、次に掲げる手すりを
設けること。

エ 同左

同左

段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となる
ものを設けない構造とすること。

同左

回り段でないこと。 ―

けこみ板を設けること。 ―

段鼻には、滑り止めを設けること。 ―

―

踊場の手すりは、傾斜がある部分と連続し
て設けること。ただし、通行動線上その他
やむを得ず手すりを設けることのできない
部分を除く。

a

―

―

―

同左

手すりの高さは、75センチメートル以上85
センチメートル以下とすること。

b

握りやすい形状とすること。c

手すりの端部には、水平部分を設け、その
先端を壁面又は下方へ巻き込むこと。

d

その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の
差が大きいことによりその存在を容易に識別で
きるものとすること。

(ｲ)

(ｱ)

(ｳ)

(ｴ)

(ｵ)

(ｶ)

(ｲ)

2-5

2-6

2-3

2-3
2-4

2-5

勾配が12分の１を超え、又は高さが
16センチメートルを超え、かつ、勾
配が20分の1を超える傾斜がある傾
斜路には、手すりを設けること。

2-5

2-5

2-5

2-6

2-6

踊場の手すりは、段がある部分と連続して設け
ること。ただし、通行動線上その他やむを得ず
手すりを設けることのできない部分を除く。

a

握りやすい形状とすること。ｂ

f ― ―

2-3
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指定施設整備基準 建築物移動等円滑化基準 図※

同左

幅（当該幅の算定に当たっては、手すりの
幅は、それぞれ10センチメートルを限度と
して、ないものとみなす。）が、120セン
チメートル以上

a

―

―

―

けあげの寸法が、18センチメートル以下b

踏面の寸法が、26センチメートル以上c

勾配は、12分の１を超えないこと。(ｲ)

高さが75センチメートルを超え、かつ、勾配が
20分の１を超えるものにあっては、高さ75セ
ンチメートル以内ごとに踏幅が150センチメー
トル以上の踊場を設けること。

(ｳ)

(1)エ(ｱ)に定める構造の手すりを設けること。
(1)エ(ｱ)再掲載

(ｴ)

同左。ただし、高さが16センチメー
トル以下のものにあっては、８分の１
を超えないこと。

同左

幅は、140センチメートル以上とすること。た
だし、次に掲げる段に併設するものにあっては
100センチメートル以上とすること。

(ｱ)

傾斜路は、次に掲げるものであること。オ

幅は、段に代わるものにあっては
120センチメートル以上、段に併設
するものにあっては90センチメート
ル以上とすること。

2-6
2-7

― 2-7

2-7

2-7

―

踊場の手すりは、傾斜がある部分と連続し
て設けること。ただし、通行動線上その他
やむを得ず手すりを設けることのできない
部分を除く。

a

―

―

―

手すりの高さは、75センチメートル以上85
センチメートル以下とすること。

b

握りやすい形状とすること。c

手すりの端部には、水平部分を設け、その
先端を壁面又は下方へ巻き込むこと。

d

2-3

2-3
2-4

2-6

2-6

同左

同左

50メートル以内ごとに車いすの転回に支障がない場
所を設けること。

ウ

戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他
の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造と
し、かつ、その前後に高低差がないこと。

エ
2-1

2-1

2-6
2-7

2-6
2-7

―両側に、側壁又は高さ５センチメートル以上の
立ち上がり部を設けること。

(ｵ) 2-6
2-7

移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路は、(1)の規定
によるほか、次に掲げるものでなければならない。

（2）
同左

幅は、140センチメートル以上とすること。イ 幅は、120センチメートル以上とすること。 2-1

表面は、車いす使用者、つえ使用者等の通行に支障
がない仕上げとすること。
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かご及び昇降路の出入口の幅は、80セ
ンチメートル以上とすること。
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1 基本的な考え

(1) 一般都市施設の整備基準の項目

・一般都市施設の整備基準は、道等から建築物の外部出入口まで到達して建物内に入れるようにすることが
基本的な考え方です。このため、整備基準の項目は、敷地内の通路、出入口の２項目となっています。

(2 ) 対象となる用途と規模

・対象となるのは、指定施設を除くすべての施設で、具体的には下記のものです。

区　　分 規　模

300㎡未満

1000㎡未満

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗（薬局を除く。）

飲食店

クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を
営む店舗

劇場、観覧場、映画館または演芸場

遊技場

学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの

体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類するもの

キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する
もの

展示場

公衆浴場

ホテル又は旅館

共同住宅

寄宿舎

事務所

複合施設

ホテル又は旅館以外の宿泊施設

19

20

21

22

23

24

32

26

29

25

27

34

35

30

31

33

37

28

18 認可外保育施設

工場

自動車の停留又は駐車のための施設（一般公共の用に供されるものに限る。）

（参考：関連条文）規則別表第１
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表示板交付基準は、「施設に入ることができること」を目的とした一般都市施設整備基準及び「施設の目的＝
用途を享受できること」を可能にするための指定施設整備基準に加えて、よりバリアフリーに配慮した基準を掲
げることで、さらなるバリアフリー施設を誘導するものとして定められた基準です。
表示板交付基準を満たした施設は、通常よりも広い敷地内の通路や、通常よりも多い数の車いす使用者用便房
が整備され、より使いやすい施設となります。
施設の所有者又は管理者は、表示板交付基準を満たすことにより、表示板の交付を請求することができます。
交付を受けた表示板は、施設の利用者から見やすい場所に掲示してください。

1 基本的な考え

(1) 表示板とは（条例第 32 条、規則第 8条）

各基準の関係図

条例第32条、規則別表第11表示板交付基準

条例第25条第3項、規則別表第5

条例第25条第2項、規則別表第2

指定施設整備基準

一般都市施設整備基準

指定施設（条例第2条第2項第4号）が満たすべき基準

一般都市施設（条例第2条第2項第3号）が満たすべき基準

よりバリアフリーに配慮した基準

(2 ) 表示板の交付例

横 浜 市 福 祉 の ま ち づ く り 条 例

この施設は、
高齢者・障害者等が利用しやすい
施設の整備がなされています。

横 浜 市
C i t y  o f  Y o k o h a m a

（縦25センチメートル、横20センチメートル）

多数の者が利用する施設
　多数の者が利用する施設は、読み替え規定により、表示板交付基準の各項目を適用します。

第８号様式（第８条第２項）
港南公会堂
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185-1

表示板交付基準 
ウ 段がある部分の手すりは直線の形状のものとすること。ただし、建築物の構造上やむを得ない

場合は、この限りでない。
d

e

(ｱ)

エ

戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造と
し、かつ、その前後に高低差がないこと。

オ

傾斜路は、次に掲げるものであること。カ

★道等から主要な出入口に至る通路とすること。ア

イ 表面は、車いす使用者、つえ使用者等の通行に支障がない仕上げとすること。

ウ ★幅は、180センチメートル以上とすること。

蹴上げの寸法が、18センチメートル以下

踏面の寸法が、26センチメートル以上

a

b
c

幅は、140センチメートル以上とすること。ただし、次に掲げる段に併設するものにあっては、
100センチメートル以上とすること。

(ｱ)

幅（当該幅の算定に当たっては、手すりの幅は、それぞれ10センチメートルを限度として、な
いものとみなす。）が、120センチメートル以上

(ｲ) 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別
できるものとすること。

(ｳ) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。
(ｴ) ★段がある部分の上端に近接する踊場の部分には、視覚障害者に対し警告を行うために、16の項

(1)に定める構造の点状ブロック等を敷設すること。ただし、段がある部分と連続して手すりを設け
る場合を除く。

移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路は、(1)の規定によるほか、次に掲げるものでなければならない。(2)

傾斜路は、次に掲げるものであること。
勾配が12分の１を超え、又は高さが16センチメートルを超え、かつ、勾配が20分の１を超える傾
斜がある傾斜路には、次に掲げる手すりを設けること。

(ｱ)

(ｲ) その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できる
ものとすること。

(ｵ) 回り段でないこと。
(ｶ) ★蹴上げの寸法は、18センチメートル以下とすること。
(ｷ) ★踏面の寸法は、26センチメートル以上とすること。
(ｸ) ★幅（当該幅の算定に当たっては、手すりの幅は、それぞれ10センチメートルを限度として、ない

ものとみなす。）は、120センチメートル以上とすること。
(ｹ) 蹴込板を設けること。
(ｺ) 段鼻には、滑り止めを設けること。

f 手すりの水平部分の高さは、路面又は床面から75センチメートル以上85センチメートル以下と
すること。

手すりの傾斜部分の高さは、踏面の先端から75センチメートル以上85センチメートル以下とす
ること。

エ 50メートル以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設けること。

手すりの高さは、75センチメートル以上85センチメートル以下とすること。

握りやすい形状とすること。

a

b
c

踊場の手すりは、傾斜がある部分と連続して設けること。ただし、通行動線上その他やむを得
ず手すりを設けることのできない部分を除く。

手すりの端部には、水平部分を設け、その先端を壁面又は下方へ巻き込むこと。ｄ
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